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1 健康づくり計画 

第１章 計画の策定にあたって 

第１章 計画の策定にあたって  

１ 計画策定の趣旨 

本町は、平成 1５年３月に「三川町健康づくり計画～いきいき健康みかわ２

１」を策定し、町民の健康の実現を目指す活動を展開してきました。平成 25

年３月「三川町健康づくり計画（第２次）～明日の健康考動プラン～」を策定

し、町民が生涯にわたり健やかで心豊かに暮らすことができるまちの実現を目

指して、町民、地域、関係機関等の協働による健康づくりの推進に取り組んで

きました。  

「三川町健康づくり計画（第３次）～元気プランみかわ～」（以下、「本計画」

という。）は、前計画の終了に伴い、取り組みの評価、国の動向や社会情勢の変

化等を踏まえて内容を見直し、町民や地域等の多様な団体等が主体的に健康づ

くりの施策を総合的かつ計画的に推進することができるよう策定するものです。 

２ 計画の基本理念 

「第４次三川町総合計画」の基本理念である「あふれる笑顔 みんなが住み

やすいまち ハートフルタウンみかわ」に基づき、その実現に向け「将来にわ

たって活躍できる人を育むまち」「いつまでも健康で安心して暮らせるまち」を

めざし、町民(自助)、地域(共助)、行政(公助)がそれぞれの役割を持ち、健康づ

くりをとおして「協働のまちづくり」を実現していくものです。 

 

３ 計画期間    

本計画は、令和６（2024）年度から令和 17（2035）年度までの 12 年計画

です。令和 11（2029）年度には中間評価を行います。  

 

令和６ 

（2024）年度 

令和 11 

（2029）年度 

中間評価 

令和１５ 

（2033）年度 

最終評価 

令和 17 

（2035）年度 

計画期間 

    

 

三川町健康づくり計画（第３次） 
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2 健康づくり計画 

第１章 計画の策定にあたって 

４ 計画の位置づけ  

本計画は、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）第８条第２項に規定され

る市町村健康増進計画と、母子保健計画とを、一体的に策定したものです。 ま

た、「第４次三川町総合計画」で掲げる町が目指す将来像「あふれる笑顔 みん

なが住みやすいまち ハートフルタウン」の実現に向けて、 基本目標の一つで

もある「いつまでも健康で安心して暮らせるまち」「将来にわたって活躍できる

人を育むまち」を具現化していく計画として位置づけるものであり、総合計画

を上位計画として、その他の関連する計画と整合性を図りながら推進していき

ます。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【国や県の動向】 

 国は、生活習慣病などの増加を受け、平成 12 年から「21 世紀における国民健康づく

り 運動（健康日本 21）」を推進しています。また、平成 15 年には、「健康日本 21」の

法的な裏づけとなる健康増進法が施行されました。  

平成 25 年に策定された「健康日本 21（第二次）」では、健康寿命の延伸を目指し、将

来的な生活習慣病発症の予防や生活習慣に起因する要介護状態の予防のための取り組みの

推進等、新たな課題への方向性を示しています。  

山形県では、平成 25 年に「健康寿命の延伸と健康格差縮小」「生活習慣病予防と重症化

予防」「社会全体が相互に支えながら健康を守る環境整備」を推進していくことを示した「健

康やまがた安心プラン」を策定し、平成 29 年に「やまがたの豊かな食で作る「心」も「体」

も健康で持続可能ないきいき社会の実現」に向けて「第２次山形県食育・地産地消推進計

画」を策定しています。  

健康日本２１（第三次） 山形県健康やまがた安心プラン 

第
４
次
三
川
町
総
合
計
画 

三川町健康づくり計画（第３次） 
（三川町母子保健計画） 

令和６年度～令和１７年度 

〇三川町地域福祉計画 

〇三川町高齢者保健福祉計画 

〇三川町子ども・子育て支援事業計画 

〇三川町健康診査等実施計画 

〇データヘルス計画 

〇三川町地域自殺対策計画 

〇三川町食のまちづくり推進計画 
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3 健康づくり計画 

第１章 計画の策定にあたって 

５ 計画の基本方針 

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

生活習慣病の予防や社会生活を営むために必要な機能の維持および向上等

により、健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる

期間)の延伸を実現するとともに、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良

好な社会環境を構築することにより、健康格差(地域や社会経済状況の違いに

よる集団間の健康状態の差)の縮小を実現します。 

 

（２）個人の行動と健康状態の改善 

ア 生活習慣の改善（食生活・栄養、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、 

喫煙、歯・口腔の健康） 

生活習慣病（NCDｓ）の予防の他、生活機能の維持・向上の観点からも重

要な要素であり、各世代や性別、地域性、経済状況等の違いに着目し、ニー

ズや健康課題などの把握を行い、地域や職場を通じて町民の健康増進への働

きかけを進めます。 

 

イ 生活習慣病（NCDｓ）の発症予防・重症化予防（がん、循環器病、糖尿 

病、COPD） 

一次予防に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発症や症状の悪

化など重症化予防に重点を置いた対策を推進します。 

 

ウ 生活機能の維持・向上 

  健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病（NCDｓ）の予防とともに、

心身の健康を維持し、生活機能を可能な限り向上させることが重要であるこ

とから、各世代において心身機能の維持及び向上につながる対策に取り組み

として、ロコモティブシンドローム予防やこころの健康づくりなどの取り組

みを行います。 

 

（３）社会環境の質の向上 

ア 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 

社会とのつながりは、ソーシャルキャピタルの醸成が健康に影響すること

から、地域の人々とのつながりや社会参加を促すことを目指します。また、

こころの健康について、地域や職域等での課題解決につながる環境整備を行

います。 
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4 健康づくり計画 

第１章 計画の策定にあたって 

イ 自然に健康になれる環境づくり 

「居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり」をめざし、社会全体として行

政のみならず、関係機関、組織団体の積極的な協力を得ながら、町民が主体

となって行う健康づくりを相互に支え合いながら環境整備を行います。 

 

ウ 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

健康情報の発信や、食事、運動、健（検）診、禁煙の取り組みによって国民

の健康づくりをサポートする厚生労働省の活動「スマート・ライフ・プロジェ

クト」に参画し活動する企業・団体を増やし活動を広げることを目指します。 

また、健康経営に取り組む企業数や産業保健サービスを提供している事業数

を増やし、従業員やその家族等が健康づくりのための環境にアクセスできる基

盤を積極的に整備します。 

 

（４）ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり（女性の健康関連） 

ライフステージに特有の健康づくりやライフコースアプローチの取り組み

として、特に子ども、高齢者及び女性についての取り組みを行います。 

幼少期からの生活習慣や健康状態は、将来の健康にも大きく影響を与えるた

め子どもの健康を支える取り組みを進めます。 

また、女性についてはライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化する

という特性等を踏まえ、人生の各段階における健康課題の解決を図ることが重

要であるため、若年女性のやせ、骨粗鬆症等の健康課題、男性とは異なる傾向

にある助成の飲酒及び妊婦に関する目標に取り組みます。 
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5 健康づくり計画 

第１章 計画の策定にあたって 

 

生活機能の維持・向上 

 

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり（女性の健康関連） 

若年女性のやせ、骨粗鬆症健診受診率の向上、飲酒、妊婦の喫煙 

６ 計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

三川町健康づくり計画の構成のポイント 
１ 世代ごとに、各分野について健康づくりのための町民の目標を立てる 

（こども・若者世代、働きざかり世代、高齢世代） 
２ その目標を実現(達成)するために「心かけること」を考える 

自助：個人と家庭が心がけること 
共助：地域の役割町内会や組織団体ができること 
公助：行政の役割町がすること、町の具体的施策  

３ 評価指標と目標値を設定する（評価項目、現状値、中間値、目標値） 

  

 

ビジョン すべての町民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な町の実現 

自然に 

健康になれる 

環境づくり 

 

社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 

地域とのつながり、地域活動への参加、こころの健康 

「居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり」 

 

 誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

「健康経営」「スマート・ライフ・プロジェクト」の推進 

 

生活習慣の改善 
栄養・食生活、身体
活動・運動、休養・
睡眠、飲酒、喫煙、
歯・口腔の健康 

 

社会環境の質の向上 

個人の行動と健康状態の改善 

 

生活習慣病の発症予防と 
重症化予防  
がん、循環器病、糖尿病、 
ＣＯＰＤ 

 

 

「第４次三川町総合計画の基本理念」 

あふれる笑顔 みんなが住みやすいまち 
ハートフルタウンみかわ 

分野別基本目標   1 将来にわたって活躍できる人を育むまち 

2 いつまでも健康で安心して暮らせるまち 
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6 健康づくり計画 

第１章 計画の策定にあたって 

７ 計画の進行管理と評価方法 

 
計画を推進していくために、中間年度及び最終年度における全体の評価だけ

でなく、ＰＤＣＡサイクルを活用しながら、健康体力づくり事業の実施状況を

確認し「三川町健康・体力づくり推進協議会」等で協議し、翌年度へつなげて

いきます。 
また、中間年度では、町民アンケート調査を実施し、計画を推進していくに

あたり目標値の達成状況を確認し、必要に応じて取り組みの内容の見直しを行

います。 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画に沿って 
実践 

結果を評価し、 
目標との比較 
などの分析 

目標を設定し 
行動計画を立 
てる 

計画やプロセ

スの見直し、 
改善 

 

みんなが実践する

計画なんだね 

これからもみんな

健康でいたいね 
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7 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

 

第２章 三川町の現状と課題 
 

１ 三川町健康づくり計画（第２次）～みかわ明日の健康考

動プラン～最終評価の概要（平成２５年～令和５年度） 
 

 

第２次計画は、町民が各世代を「健康のバトン」でつなぎ、地域や関係団体と

一体となって町民が生涯にわたりいきいきとした健康生活を送ることのできる

健康長寿のまちづくりを推進してきました。 

計画の最終評価年を迎えるにあたり、分野ごと、また評価指標と目標値により

評価を行いました。この計画で取り組んだ９つの分野について、計画策定時（平

成 24 年度）と最終評価時 （令和５年度）を比較すると、全５２項目のうち、

目標達成と順調な改善をあわせて 17 項目は成果がみられたものの、22 項目

は大きな改善がなく、4 項目は低下・悪化しました（9 項目は評価困難・廃止）。  

重要目標として設定した「健康寿命の延伸」においては、男性プラス１.１歳、

女性プラス３.０歳の延伸となり、男女ともに目標を達成することができました。 

また、健康寿命の延伸を達成するための重要な課題としての、生活習慣病（が

ん、メタボリックシンドローム関連（循環器疾患・糖尿病・高血圧））の発症予

防と重症化予防については、予防の鍵となる特定健診およびがん検診の受診率

向上に向けた取り組みを行い、特定健診受診率は県内でもトップクラスを維持

しています。しかし、精密検査受診率向上については未受診者への勧奨を徹底し

てきましたが、目標を達成できませんでした。 

特定健診結果から、肥満者と糖尿病有所見者割合が増加する結果となりまし

たが、健（検）診後の保健指導等や重症化予防の対策により、疾病別の一人当た

り国保医療費についてほぼ横ばいであり、疾病別国保受診率では改善傾向とな

りました。 

 こころの健康については、若い世代で気持ちの落ち込みを感じる人が多く、ま

た、全国的にも子どもの自殺が増えていることから自殺対策事業の取り組み強

化が求められています。行政や専門職による支援体制の強化はもちろん、地域で

健康づくりに取り組むための地域のつながりが重要です。 

栄養・食生活、運動習慣などの６つの項目における結果として、ライフスタイ

ルの変化等により夕食時間の遅れや就寝前に間食をとる人の増加や、運動不足

を感じる人の増加、運動習慣の定着などの課題が見える結果となりました。 

 

 

 



 

8 
 

8 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

 

表１ 分野別成果指標の達成度（総括） 
分野 評価区分別項目数 

 A 

達成 

Ｂ 

改善 

C 

変化なし 

D 

悪化 

E 

評価困難 

廃止 

計 

１．NCD（非感染性疾患）の予防 ２ ２ ８ ２ ２ １６ 

２．社会生活に必要な機能の維持・向上 １  5  ５ １０ 

３．地域のつながりの強化     １ １ 

４．栄養・食生活 ２ 2 4   ８ 

５．身体活動・運動  １ １ １  ３ 

６．休養   ２   ２ 

７．飲酒  ２    ２ 

８．喫煙・COPD １ １  1 １ ４ 

９．歯・口腔の健康 2 1 2  １ ６ 

計 8 9 22 4 9 ５２ 

 

表２ 指標の評価基準 

評価区分 評価 基準 

A 目標達成（80％以上） 目標に達している 

B （70％以上） 目標には達していないが改善している 

C 改善ベース小・変化なし（50～60％） 目標到達ペースを下回っている 

D 悪化（49％以下） 目標達成ペースから大幅に遅れている 

E 評価困難・廃止 設定した指標または把握方法が異なるた

め評価困難または廃止 

 

表 3 分野別成果指標の達成度 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

１．NCD（非感染性疾患）の予防 ２ ２ ８ ２ ２ １６ 

1.死亡率の減少 ●      

2.国保受診率（悪性新生物）    ●   

3.国保医療費（悪性新生物）    ●   
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9 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

4.がん検診受診向上  ●     

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

5.がん検診精密検査受診率の向上   ●    

6.子どもの肥満の減少   ●    

7.子どもの血中脂質検査有所見者割合     ●  

8.中性脂肪値有所見者率     ●  

9.死亡率の減少（生活習慣病）   ●    

10.国保受診率（生活習慣病）   ●    

11.国保医療費（生活習慣病）   ●    

12.特定健診受診率向上   ●    

13.特定保健指導終了率向上 ●      

14.内臓脂肪症候群の減少   ●    

15.糖尿病検査有所見者率の減少  ●     

16.糖尿病による透析患者数の減少   ●    

２．社会生活に必要な機能の維持・向上 １  5  4 １０ 

17.ひどい落ち込みやうつ傾向になったことのある人の割合の減少   ●    

18.ストレスが処理できない人の割合の減少   ●    

19.自殺者の減少   ●    

20.食事を一人で食べる子どもの割合の減少   ●    

21.時間を決めてメディアを見せている家庭の割合の増加     ●  

22.運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合の増加     ●  

23.健康観が低い高齢者の割合の減少   ●    

24.公民館事業やボランティアなどの地域活動に参加している

高齢者の割合の増加 

    ●  

25.ロコモティブシンドロームを知っている人の割合の増加     ●  

26.介護認定者割合の減少 ●      

3．地域のつながりの強化     １ １ 

27.地域とのつながりがあると感じる人の割合の増加     ●  

４．栄養・食生活 ２ 2 4   ８ 

28.朝ごはんを食べない人の割合の減少 ●      

29.栄養のバランスを考えている人の割合の増加 ●      

30.特定健診受診者肥満割合の減少（ＢＭＩ基準を超える者）   ●    

31.適正体重を維持するよう心がけている人の割合の増加   ●    

32.夕食を夜 9 時以降に食べる人の割合の減少   ●    
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10 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

33.就寝前に間食の習慣のある割合の減少  ●     

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

34.栄養成分表示を参考にする人の割合の増加   ●    

35.食育を知っている人の割合(言葉も内容も知っている)  ●     

５．身体活動・運動  １ １ １  ３ 

36.運動不足を感じている人の割合の減少    ●   

37.生活の中で意識して体を動かしている人の割合の増加   ●    

38.特定健診受診者で１日３０分以上の運動を週２回実施して

いる人の割合の増加 
 ●     

６．休養   ２   ２ 

39.睡眠や休養がとれている人の割合の増加   ●    

40.睡眠補助としてのアルコールを利用する人の割合の減少   ●    

７．飲酒  2    2 

41.毎日飲酒者のうち多量飲酒者(3 合以上)の割合の減少  ●     

42.適正な飲酒量(１合)を知っている人の割合の増加  ●     

８．喫煙・COPD 1 1  1 １ 4 

43.喫煙者の割合の減少  ●     

44.ＣＯＰＤを知っている人の割合の増加    ●   

45.公共の場で受動喫煙防止への意識がある人の割合の増加     ●  

46.完全分煙・完全禁煙に努めている町内集会所の数の増加 ●      

９．歯・口腔の健康 2 1 2  1 6 

47.虫歯の保有率の減少 ●      

48.歯肉炎のある子どもの割合の減少 ●      

49.60 才で 24 本以上歯のある人の割合の増加     ●  

50.予防歯科で受診している人の割合の増加  ●     

51.歯が原因で食べにくさがある人の割合の減少   ●    

52.歯周疾患検診受診数（率）の増加   ●    

計 8 9 22 4 9 52 
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11 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

２ 全体目標・重要目標の評価  

 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現 

第２次計画は、平成 25 年度から令和５年度までを計画期間とし、町民が各世

代を「健康のバトン」でつなぎ、地域や関係団体と一体となって町民が生涯にわ

たりいきいきとした健康生活を送ることのできる健康長寿のまちづくりを推進

してきました。それぞれの取組の総合的な達成度を評価するため、「健康寿命の

延伸」を全体目標として設定しましたが、男女ともに目標を達成することができ

ました。男性ではプラス１.１歳、女性ではプラス３.０歳の延伸となりました。 

 平均寿命と平均自立期間の差は、日常生活に制限がある期間を意味し、本町の

男性の平均寿命は 79.7 年で山形県より 1.6 年短く、平均自立期間は 78.6 年

で山形県より 1.2 年短いです。日常生活に制限がある期間の平均は 1.1 年で山

形県と同水準です。本町の女性の平均寿命は 87.6 年で山形県と同水準、平均自

立期間は 84.8 年で山形県より 1.1 年長いです。日常生活に制限がある期間の

平均は 2.8 年で山形県と同水準です。 

一方、重要目標である「健康観の低い人の割合の減少」については男女ともに

悪化しています。 

 

 

表４-1 全体目標           

成果指標 策定時（平成 20 年度） 現状（令和４年度） 

健康寿命の延伸 男性 ７７.５ 歳 

女性 ８１.８ 歳 

男性 ７８.６（＋１.１歳） 

女性 ８４.８（＋３.０歳） 

KDB（国保データベース）システム  
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12 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

表 4-2 県、全国との比較（令和４年度と平成 20 年度） 

     男    性     女    性 

令和４年度 

（平成20年度） 

平 均 寿 命 平均自立期間 

要介護 2 以上 

平 均 寿 命 平均自立期間 

要介護 2 以上 

三   川  町 79.7 歳 

（＋0.2） 

78.6 歳 

（＋1.1） 

87.6 歳 

（＋1.0） 

84.8 歳 

（＋3.0） 

山 形 県 80.5 歳 

（＋1.2） 

79.8 歳 

（＋2.9） 

87.0 歳 

（＋0.8） 

83.7 歳 

（＋2.8） 

全       国 

（H22 との比較） 

80.8 歳 

（＋1.25） 

80.1 歳 

（＋9.68） 

87.0 歳 

（＋0.7） 

84.4 歳 

（＋10.78） 

※KDB（国保データベース）システムより抽出したデータであり、厚生労働省「簡易生命表」の平均寿命とは数値が異

なる。※「簡易生命表」の平均寿命は男性 81.05 年、女性 87.09 年 

                   KDB（国保データベース）システム 

 

【参考】表 4-3 平成 20 年度 県、全国との比較 

     男    性     女    性 

平成 20 年度 平 均 寿 命 平均自立期間 

要介護 2 以上 

平 均 寿 命 平均自立期間 

要介護 2 以上 

三   川  町 79.5 歳 77.5 歳 86.6 歳 81.8 歳 

山 形 県 79.3 歳 76.9 歳 86.2 歳 80.9 歳 

全国（H22） 79.55 歳 70.42 歳 86.3 歳 73.62 歳 

 

 

 

表５ 重要目標              

成果指標 策定時（平成 20 年度） 現状（令和４年度） 

健康観の低い人の割合

の減少 

男性 １８.４ ％ 

女性 １３.１ ％ 

男性 ２２.８ ％ 

女性 ２１.５ ％ 

健康づくりアンケートより 
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13 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

２ 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

がん、メタボリックシンドローム関連 

（循環器疾患・糖尿病・高血圧） 

三川町ではがん死亡の大半が高齢者ですが、働き盛り世代の死亡も少なくな

いことから検診による早期発見が効果的です。しかし、がん検診の受診率は目標

値には届いていません。                        

精密検査受診率は、コロナ禍による受診控え等の影響も考えられますが、乳が

ん以外の項目で減少する結果となりました。 

がんにかかる町の医療費は増加しておりますが、一方で死亡率は減少してい

ます。これは、検診での早期発見や医療の進歩によるものと考えられます。 

特定健診結果では「メタボリックシンドローム」の全体割合が策定時 28.1％

から 29.8％に増えています。男女別で見ると男性が多く、女性 16.6％に対し

男性 40.8％でした。また、「糖尿病の有所見者割合」についても策定時は 39.9％

でしたが 62.4％まで増加する結果となりました。 

しかし、糖尿病による透析患者の割合は減少していることから、町の健康課題

として長年取り組んできた糖尿病重症化予防の成果により、治療中の方の血糖

コントロールが比較的良好に保たれていると評価できます。 

表６（以下表はすべて抜粋） 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

１NCD（非感染性疾患）の予防 ２ ２ ８ ２ ２ １６ 

1.死亡率の減少 ●      

2.国保受診率（悪性新生物）    ●   

3.国保医療費（悪性新生物）    ●   

4.がん検診受診向上   ●    

5.がん検診精密検査受診率の向上   ●    

6.子どもの肥満の減少    ●   

7.子どもの血中脂質検査有所見者割合     ●  

8.中性脂肪値有所見者率     ●  

9.死亡率の減少（生活習慣病）   ●    

10.国保受診率（生活習慣病）   ●    

11.国保医療費（生活習慣病）   ●    

12.特定健診受診率向上   ●    

13.特定保健指導終了率向上 ●      

14.内臓脂肪症候群の減少   ●    

15.糖尿病検査有所見者率の減少  ●     

16.糖尿病による透析患者数の減少   ●    
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14 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

３ 社会生活を営むための必要な機能の維持及び向上 
こころの健康、次世代の健康、高齢者の健康 

こころの健康は現代社会において重要なテーマと言えます。子どもの自殺が

過去最多を更新した今、自殺対策は急務と言えます。 

アンケート結果でも、ひどい落ち込みやうつ傾向になったことがある人の割

合は、全体の３割にのぼります。全体では女性が高い傾向にあり、年代別で見る

と 20 代女性、30 代男女で悪化しています。特に 20 代女性は策定時 46.9％

から 56.3％、30 代男性は 28.3％から 64.7％に増加しており、若い年代で気

持ちの落ち込みやうつ傾向になる人が増えています。 

また、ストレスを処理できていない人の割合も増え、策定時男性 23.6％から

24.5％、女性 25.0％から 28.9％となりました。 

町の自殺者の推移をみると、目標値の 0 人には届いていない状況です。 

次世代の健康では、運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合は月１

日以上が小学校男子 88.2％、女子 83.9％となっています。 

高齢者の健康では、健康観が低い高齢者の割合は特に 70 代女性に多く、策定

時 29.7％から 33.3％と増加しています。健康観が低い方の理由としては 20

～50 代までは「身体的理由」を挙げる方が多いのですが、70 代では「精神的・

身体的両方」と挙げる方が多い結果でした。 

 

表７ 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

２社会生活に必要な機能の維持・向上 １  ５  ５ 10 

17.ひどい落ち込みやうつ傾向になったことのある人の割合

の減少 

  ●    

18.ストレスが処理できない人の割合の減少   ●    

19.自殺者の減少   ●    

20.食事を一人で食べる子どもの割合の減少   ●    

21.時間を決めてメディアを見せている家庭の割合の増加     ●  

22.運動やスポーツを習慣的にしている子どもの割合の増加     ●  

23.健康観が低い高齢者の割合の減少   ●    

24.公民館事業やボランティアなどの地域活動に参加してい

る高齢者の割合の増加 

    ●  

25.ロコモティブシンドロームを知っている人の割合の増加     ●  

26.介護認定者割合の減少 ●      
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15 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

地域とのつながりがあると感じる人は、前回の調査で男性 53.1％、女性

44.6％でした。健康づくりの強化のためには、地域のつながりやコミュニティ

が必要不可欠です。町民が健康づくりに主体的に取り組むためには行政が地域

とのつながりを支援していくことが大切です。 

昭和 53 年から開始された町内会開催の健康体力づくりのつどい（健康まつ

り）は、新型コロナ感染症対策のため令和元年から令和４年までのほとんどの町

内会で開催できませんでしたが、令和５年度には再開しています。食生活改善推

進協議会をはじめとする組織団体の普及啓発や、世代を超えて交流するよい機

会として受け継がれています。 

 

表８ 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

3 地域のつながりの強化     １ １ 

27.地域とのつながりがあると感じる人の割合の増加     ●  
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16 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

５ 生活習慣及び社会環境の整備 

（１）栄養・食生活 

「食」は健康づくりの柱であり、生活習慣病の発症予防だけでなく、豊かな人

間を作るためにも幼少期からの食育、環境づくりが大切です。そのため、食生活

推進協議会の協力のもと、各世代に合わせた食生活に関する普及啓発活動に取

り組んできました。 

その成果として、アンケート結果では、朝ごはんを食べない人の割合の減少に

ついて、ほぼすべての年代で改善が見られています。また、栄養バランスを考え

ている人の割合も策定時に男性 15.9％、女性 28.7％であったのが男性 77.7％、

女性 86.8％と大幅な改善が見られており、栄養や食生活に対する意識は大幅に

改善していると言えます。 

しかし、実態としてはライフスタイルの変化等により、やむを得ず夕食時間の

遅れたり、就寝前に間食をとる人が増加する結果となりました。 

 

表９ 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

４栄養・食生活 ２ 2 4   ８ 

28.朝ごはんを食べない人の割合の減少 ●      

29.栄養のバランスを考えている人の割合の増加 ●      

30.特定健診受診者肥満割合の減少（ＢＭＩ基準を超

える者） 

  ●    

31.適正体重を維持するよう心がけている人の割合の 

増加 

  ●    

32.夕食を夜 9 時以降に食べる人の割合の減少   ●    

33.就寝前に間食の習慣のある割合の減少  ●     

34.栄養成分表示を参考にする人の割合の増加   ●    

35.食育を知っている人の割合(言葉も内容も知って

いる) 

 ●     
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第２章 三川町の現状と課題 

（２）身体活動・運動 

適度な運動習慣は、肥満や生活習慣病の発症予防だけでなくメンタルヘルス

や生活の質の改善に効果があるとされています。 

さらに高齢者においては、歩行や身体活動がフレイル予防に直結するととも

に、要介護状態を減少させ健康寿命を延ばすことにつなげられるものと考えら

れます。 

しかしアンケート結果では、運動不足を感じている人の割合はさらに増加し、

策定時男性 27.1％、女性 48.0％であったのが、男性 86.0％、女性 69.0％と

大幅に悪化する結果となりました。 

また、日常的に体を動かしている人は男性 19.6％、女性 16.8％と全体の２

割に満たない状況で、目標値である 30％には届いていません。 

最も低いのは、40 代男性と 50 代女性の 9.5％で運動習慣の定着は町の健康課

題と言えます。 

 

表 1０ 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

５身体活動・運動  １ １ １  ３ 

36.運動不足を感じている人の割合の減少    ●   

37.生活の中で意識して体を動かしている人の割合の

増加 

  ●    

38.特定健診受診者で１日３０分以上の運動を週２回

実施している人の割合の増加 

 ●     
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18 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

（３）休養 

良質で十分な睡眠は、日中の活動や生活リズムを整えることだけでなく、メン

タルヘルスと深く関係しています。 

アンケート結果では、睡眠や休養が取れていない方の割合は 40 代女性で

42.5％と最も高く、次いで 50 代女性が 33.3％という結果になりました。 

睡眠で休養が取れない主な理由は「家事や仕事、子育て」が最も多く 34.7％

で策定時の 30.9％から 3.8 ポイント増加しています。 

表 1１ 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

６休養   ２   ２ 

39.睡眠や休養がとれている人の割合の増加   ●    

40.睡眠補助としてのアルコールを利用する人の割

合の減少 

  ●    

 

（４）飲酒 

アルコールは未成年や妊娠中の方にとっては害が大きく、また、適量を守るこ

とが大切です。そのため、様々な機会を捉えて、適正飲酒に関する指導を行って

きました。 

アンケ―ト結果では、毎日飲酒する人のうち多量飲酒者の割合は大幅に改善

しましたが、目標の 0％には届きませんでした。 

適正な飲酒量を知っている人の割合も増加していますが目標には届いていま

せん。 

表 1２ 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

７飲酒  2    2 

41.毎日飲酒者のうち多量飲酒者(3 合以上)の割合の

減少 

 ●     

42.適正な飲酒量(１合)を知っている人の割合の増加  ●     
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19 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

（５）喫煙・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

たばこは、がんや循環器疾患をはじめとしたあらゆる生活習慣病の発症と関

係があると指摘されています。 

健康増進法の一部改正により受動喫煙防止対策はマナーからルールに変わり

ました。これにより、町の受動喫煙対策も大きく前進し、受動喫煙に務めている

町内会公民館は策定時４か所でしたが、現在は全町内会で取り組んでいます。 

また、アンケート結果では、喫煙者の割合はほぼ全ての年代で改善していまし

たが、20 代女性と 50 代女性で悪化しています。 

 

表１３ 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化

なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

８喫煙・COPD 1 1  1 1 4 

43.喫煙者の割合の減少  ●     

44.ＣＯＰＤを知っている人の割合の増加    ●   

45.公共の場で受動喫煙防止への意識がある人の

割合の増加 

    ●  

46.完全分煙・完全禁煙に努めている町内集会所の

数の増加 

●      
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20 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

（６）歯・口腔の健康 

歯、口腔を健康に保つことは食べることだけでなく、全身の健康を守ることに

もつながります。特に高齢期には噛む力を維持している人ほど脳が活性化され、

体力の保持も期待できます。 

調査結果では、子どものむし歯の保有率は１歳６か月健診から中学生まで全

ての年代で大幅な改善が見られており、歯肉炎についても同様の結果となりま

した。 

アンケート結果では、予防歯科で受診している人の割合は、男性 50.0％、女

性 62.1％と半数以上が予防歯科に取り組んでいる結果となりました。 

しかし、歯周疾患健診の受診率は伸び悩んでおり、現在受診率は 2.9％となっ

ています。予防歯科の浸透によりすでに定期受診していることが受診率の伸び

悩みに関係していると推測されます。 

また、歯が原因で食べにくさがある人の割合は男女ともに悪化しており、特に

70 代では 44.4％にのぼり、年代が上がるごとに増加する傾向にあります。 

 

表１４ 

分 野 

評価区分別項目数 

A 
達

成 

Ｂ 
改

善 

C 
変化なし 

D 
悪

化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

９歯・口腔の健康 2 1 2  1 6 

47.虫歯の保有率の減少 ●      

48.歯肉炎のある子どもの割合の減少 ●      

49.60 才で 24 本以上歯のある人の割合の増加     ●  

50.予防歯科で受診している人の割合の増加  ●     

51.歯が原因で食べにくさがある人の割合の減少   ●    

52.歯周疾患検診受診数（率）の増加   ●    
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21 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

６ 分野別成果指標の達成度 一覧 

評価指標 世 代 策定時 中間値 目標値 現状値 評価 

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底  

(1)がん 

１.死亡率の減少 
（人口１０万対） 

(H23) 
悪性新生物 

（H23） 
378.6 

 
506.5 

 
現状維持 

（R2） 
343.4 

A 

２.国保受診率(100人あたり) 
３.国保医療費(１人あたり)の 

減少 

(H23) 
悪性新生物 
悪性新生物 

（H23） 
3.08 

2,936円 

 
2.90 

1,397円 
減少へ 

（R4） 
4.70 

7，803円 

 
D 
D 

４.がん検診受診率の向上  
胃がん 

大腸がん 
肺がん 

子宮がん 
乳がん 

（H23） 
38.9% 
54.0% 
63.4% 
31.2% 
28.1% 

（H28） 
33.7% 
42.7% 
55.5% 
30.5% 
23.8% 

 
50% 
60% 
70% 
50% 
40% 

 
30.7% 
56.3% 
65.4% 
32.6% 
24.3% 

 
C 
B 
B 
B 
B 

５.がん精密検査受診率の向上  
胃がん 

大腸がん 
肺がん 

子宮がん 
乳がん 

（H23） 
92.9% 
88.8% 
90.5% 
100.0% 
90.0% 

（H28） 
91.0% 
88.9% 
93.2% 
90.9% 
88.9% 

各種がん 

 100% 

 
71.7% 
77.7% 
84.3% 
85.7% 
100.0% 

 
C 
C 
C 
C 
A 

(2)メタボリックシンドローム関連(循環器疾患・糖尿病・高血圧) 

６.子どもの肥満の減少 
 

 
小学校 男子 
   女子 

（H23） 
15.2% 
14.7% 

（H28） 
8.1% 
5.3% 

学校と検討 

 
  17.8% 
  14.2% 

 
D 
D 

中学校 男子 
   女子 

10.3% 
24.5% 

9.6% 
9.8% 

学校と検討 
 13.2% 
 11.3% 

C 
C 

７.子どもの血中脂質検査有所
者割合の減少（総コレステロー
ル値有所見率） 

 
小学校 男子 
   女子 

（H23） 
20.0% 
20.6% 

（H28） 
30.0% 
14.3% 

学校と検討 

 
- 
 

 
E 

中学校 男子 
   女子 

6.5% 
12.5% 

2.8% 
3.1% 

学校と検討 - E 

８.中性脂肪値有所見率  
小学校 男子 

女子 

（H23） 
0% 
0% 

（H28） 
0% 
0% 

学校と検討 

 
- 
 

E 

中学校 男子 
   女子 

6.5% 
9.4% 

5.6% 
0% 

学校と検討 - E 

９.死亡率の減少 
（人口１０万対） 

 
脳血管疾患 

心疾患 

（H23） 
143.7 
274.4 

（H27） 
155.8 
320.8 

現状維持 

（R2） 
158.5 
330.2 

 
C 
C 

10.国保受診率 
(１００人あたり)の減少   
 

 

 
脳血管疾患 

心疾患 
糖尿病 
高血圧 

（H23）  
1.60 
2.37 
5.84 
16.68 

（H28） 
1.45 
2.17 
4.13 
17.75 

減少へ 

（R4） 
1.22 
2.19 
3.89 
18.23 

 
A 
C 
A 
C 

11.国保医療費(１人あたり)の
減少 
 

 
脳血管疾患 

心疾患 
糖尿病 
高血圧 

（H23） 
629円 

3,848円 
1,641円 
2,741円 

（H28） 
3,519円 
3,735円 
1,332円 
2,908円 

減少へ 

（R4） 
4,587 
 609 
1,132 
2,896 

 
D 
A 
C 
C 

12.特定健診受診率の向上 
全  体 

（H23） 
66.7% 

（H27） 
67.4% 

70% 
（R4）
64.4% 

C 

 



 

22 
 

22 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

評価指標 世 代 策定時 中間値 目標値 現状値 評価 

13.特定保健指導終了率の向上 全  体 44.8% 55.6% 60% 
（R4） 
64.7% 

A 

14.内臓脂肪症候群該当者およ
び予備群者の割合の減少 

 
全 体 
男 性 
女 性 

（H23） 
28.1% 
38.5% 
17.9% 

（H27） 
24.5% 
33.1% 
15.2% 

 
20% 
20% 
15% 

（R4） 
29.8% 
40.8% 
16.6% 

 
C 
C 
C 

15.特定健診糖尿病検査(血糖
異常)有所見率の減少  

（H23） 
39.9% 

（H28） 
63.2% 

 
30% 

（R4） 
62.4% 

B 

16.糖尿病による透析患者数の
減少 

(H23年度) 8人中 
3人 

12人中 
2人 

減少へ 
13人中 
4人 

C 

社会生活を営むための必要な機能の維持及び向上 

(1)こころの健康 

17.ひどい落ち込みやうつ傾向
になったことのある人の割合
の減少 

20 代 男性 
女性 

32.6% 
46.9% 

28.2% 
43.6% 

減少へ 
20.0% 
56.3% 

A 
C 

30 代 男性 
女性 

28.3% 
50.0% 

30.0% 
46.3% 

減少へ 
64.7% 
54.3% 

D 
C 

40 代 男性 
女性 

31.6% 
39.7% 

25.4% 
32.9% 

減少へ 
21.4% 
32.5% 

A 
A 

50 代 男性 
女性 

30.0% 
41.5% 

31.4% 
40.3% 

減少へ 
29.7% 
31.0% 

A 
A 

60 代 男性 
女性 

20.4% 
24.8% 

26.3% 
31.1% 

減少へ 
20.4% 
23.3% 

A 
A 

70 代 男性 
女性 

6.3% 
18.5% 

12.5% 
15.7% 

減少へ 
16.7% 
9.5% 

C 
A 

全年代 男性 
女性 

25.8% 
36.1% 

26.4% 
34.9% 

20% 
30% 

26.1% 
32.7% 

C 
B 

18.ストレスが処理できない人 
の割合の減少 

男  性 
女  性 

23.6% 
25.0% 

29.1% 
28.9% 

15% 
15% 

24.5% 
28.5% 

C 
C 

19.自殺者の減少 
 

 H22：3人 
H23：1人 

H26：1人 
H27：1人 

0% 
R2：0人 
R3：1人 

C 

(2)次世代の健康 

20.食事を一人で食べる子ども
の割合の減少 
（朝ごはんを一人で食べる割合） 

幼 稚 園 今後調査 

学校と検討 学校と検討 

- E 

小 学 校 

16% 

21.1% 
(小学校 5年生) C 

中 学 校 
21.7％ 

（中学校 2年生） 
C 

21.時間を決めてメディアを見
せている家庭の割合の増加 幼    児 今後調査 

学校と検討 学校と検討 

29.8％ 
（3歳児健診） 

E 

小 学 校 今後調査 
52.6% 

(小学校 5年生) E 

中 学 校 今後調査 
41.7％ 

（中学校 2年生） 
E 

22.運動やスポーツを習慣的に
している子どもの割合の増加 
(月 1日以上運動している子どもの割合) 

小学校 男子 
女子 

今後調査 学校と検討 学校と検討 

(R5) 
88.2% 
83.9% 

E 
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23 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

評価指標 世 代 策定時 中間値 目標値 現状値 評価 

(3)高齢者の健康 

23.健康観が低い高齢者の割合
の減少 

60 代 男性 
女性 

26.9% 
18.1% 

25.3% 
14.6% 

15% 
15% 

22.4% 
18.3% 

B 
C 

70 代 男性 
   女性 

18.8% 
29.7% 

32.5% 
23.5% 

15% 
20% 

20.8% 
33.3% 

B 
C 

24.公民館事業やボランティア
などの地域活動に参加してい
る高齢者の割合の増加 

60 代 男性 
女性 

39.8% 
45.7% 

43.2% 
25.2% 

60% 
60% 

- E 

70 代 男性 
   女性 

46.9% 
46.3% 

37.5% 
52.9% 

60% 
60% 

- E 

25.ロコモティブシンドローム
を知っている人の割合の増加 

60 代 男性 
女性 

5.4% 
6.7% 

11.6% 
29.1% 

増加へ - E 

70 代 男性 
   女性 

3.1% 
13.0% 

12.5% 
29.4% 

増加へ - E 

全年代 男性 
    女性 

3.3% 
9.7% 

10.5% 
24.6% 

60% 
60% 

- E 

26.介護認定者割合の減少  （H23） 
401人 
8.4% 

（H28） 
465人 
19.9% 

現状維持 
（R4） 
387人 
16.1% 

 
A 
A 

４．健康を支え、守るための社会環境の整備 地域でのつながりの強化 「地域力」｢組織力｣の向上 

27.地域とのつながりがあると
感じる人の割合の増加 

20 代 男性 
    女性 

今後調査 
23.1% 
35.9% 

増加へ - E 

30 代 男性 
    女性 

今後調査 
48.3% 
40.3% 

増加へ - E 

40 代 男性 
      女性 

今後調査 
59.2% 
39.7% 

増加へ - E 

50 代 男性 
   女性 

今後調査 
61.4% 
37.7% 

増加へ - E 

60 代 男性 
      女性 

今後調査 
56.8% 
48.5% 

増加へ - E 

70 代 男性 
      女性 

今後調査 
55.0% 
66.7% 

増加へ - E 

全年代 男性 
    女性 

今後調査 
53.1% 
44.6% 

増加へ - E 

５．生活習慣及び社会環境の整備 
(1)栄養・食生活 

28.朝ごはんを食べない人の 
割合の減少 幼 稚 園 今後調査 今後調査  - E 

小 学 生 今後調査 3.3% 減少へ 1.0%(R5) A 

中 学 生 15.7% 6.1% 減少へ 2.0%(R5) A 

20 代 男性 
    女性 

48.9% 
26.6% 

20.5% 
17.9% 

減少へ 
13.3% 
18.8% 

A 
C 

30 代 男性 
女性 

35.0% 
30.0% 

18.3% 
11.9% 

減少へ 
5.9% 
14.3% 

A 
C 

40 代 男性 
    女性 

19.3% 
27.4% 

12.7% 
4.1% 

減少へ 
0.0% 
15.0% 

A 
C 
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24 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

評価指標 世 代 策定時 中間値 目標値 現状値 評価 

50 代 男性 
    女性 

22.6% 
18.1% 

14.3% 
10.4% 

減少へ 
13.5% 
7.1% 

A 
A 

60 代 男性 
    女性 

9.6% 
4.8% 

7.4% 
2.9% 

減少へ 
4.1% 
5.0% 

A 
C 

70 代 男性 
    女性 

3.1% 
0% 

7.5% 
0% 

減少へ 
4.2% 
0.0% 

C 
A 

全年代 男性 
       女性 

22.3% 
16.8% 

12.8% 
7.1% 

減少へ 
6.0% 
9.3% 

A 
C 

29.栄養のバランスを考えてい
る人の割合の増加 

男  性 
女  性 

15.9% 
28.7% 

12.3% 
25.2% 

30% 
50% 

77.7% 
86.8% 

A 
A 

30.特定健診受診者肥満割合の
減少（ＢＭＩ基準を超える者） 

男 40～64歳 
65～74歳 

(H23) 
34.7% 
28.8% 

（H28） 
35.9% 
32.7% 

減少へ 
 

49.6% 
36.0% 

 
C 
C 

女 40～64歳 
65～74歳 

23.5% 
30.0% 

26.0% 
24.6% 

減少へ 
28.9% 
28.8% 

C 
C 

31.適正体重を維持するよう 
心がけている人の割合の増加 

20 代 男性 
女性 

41.6% 
81.6% 

51.4% 
66.7% 

増加へ 
66.7% 
62.5% 

A 
C 

30 代 男性 
女性 

61.7% 
70.0% 

55.9% 
68.2% 

増加へ 
64.7% 
71.4% 

A 
A 

40 代 男性 
女性 

70.2% 
69.8% 

56.5% 
75.0% 

増加へ 
64.3% 
72.5% 

A 
C 

50 代 男性 
 女性 

71.3% 
85.1% 

70.0% 
81.6% 

増加へ 
78.4% 
73.8% 

A 
C 

60 代 男性 
 女性 

76.4% 
96.1% 

75.5% 
84.2% 

増加へ 
81.6% 
83.3% 

A 
C 

70 代 男性 
女性 

71.9% 
83.3% 

83.8% 
94.0% 

増加へ 
70.8% 
90.5% 

C 
C 

全年代 男性 
女性 

66.3% 
82.5% 

65.7% 
78.8% 

80% 
90% 

72.8% 
76.6% 

B 
C 

32.夕食を夜 9 時以降に食べる
人の割合の減少 

 
男 性 
女 性 

 
7.6% 
19.9% 

 
9.6% 
4.2% 

 
5% 
10% 

就寝２時間以内 

15.8% 
12.7% 

C 
D 

33.就寝前に間食の習慣のある
割合の減少 

 
男 性 
女 性 

 
49.9% 
57.9% 

 
53.9% 
59.6% 

 
30% 
35% 

3 食以外間食 

32.7% 
42.2% 

B    
B 

34.栄養成分表示を参考にする
人の割合の増加 

男 性 
女 性 

13.2% 
37.0% 

14.9% 
34.1% 

30% 
50% 

19.0% 
32.7% 

B 
C 

35.食育を知っている人の割合
(言葉も内容も知っている割合) 

男 性 
女 性 

38.9% 
60.2% 

36.7% 
62.3% 

50% 
80% 

 
49.8% 

 

B 

(2)身体活動・運動 

36.運動不足を感じている人の
割合の減少 

全年代 男性 
       女性 

27.1% 
48.0% 

71.1% 
91.0% 

20% 
30% 

69.0% 
86.0% 

D 
D 

37.生活の中でいつも意識して
体を動かしている人の割合の
増加 

20 代 男性 
女性 

18.6% 
10.2% 

26.3% 
15.0% 

増加へ 
20.0% 
12.5% 

C 
C 

30 代 男性 
    女性 

18.3% 
5.0% 

7.1% 
3.0% 

増加へ 
11.8% 
11.4% 

A 
A 

40 代 男性 
    女性 

17.5% 
8.2% 

23.9% 
12.5% 

増加へ 
9.5% 
12.5% 

D 
B 

50 代 男性 
    女性 

15.0% 
17.0% 

28.6% 
13.3% 

増加へ 
18.9% 
9.5% 

C 
C 
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25 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

評価指標 世 代 策定時 中間値 目標値 現状値 評価 

60 代 男性 
    女性 

14.0% 
19.0% 

24.7% 
26.1% 

増加へ 
26.5% 
26.7% 

A 
A 

70 代 男性 
    女性 

28.1% 
35.2% 

40.0% 
33.3% 

増加へ 
29.2% 
23.8% 

C 
C 

全年代 男性 
       女性 

14.0% 
15.9% 

24.1% 
16.2% 

30% 
30% 

19.6% 
16.8% 

C 
C 

38.特定健診受診者で１日３０
分以上の運動を週２回実施し
ている人の割合の増加 

 
男 性 
女 性 

 (H23) 
16.7% 
13.7% 

（H28） 
26.5% 
23.3% 

 
30% 
30% 

（R4） 
28.3% 
27.0% 

 
B 
B 

(3)休養 

39.睡眠や休養がとれている人
の割合の増加 

全年代男性 
     女性 

83.5% 
80.0% 

81.1% 
74.4% 

 90% 
 90% 

78.8% 
70.5% 

C 
C 

40.睡眠を助けるためのアルコ
ールを利用する人の割合の減
少 
 

20 代  男性 
女性 

13.9% 
8.2% 

25.7% 
2.6% 

減少へ 
20.0% 
12.5% 

C 
D 

30 代  男性 
     女性 

33.4% 
11.6% 

24.6% 
16.7% 

減少へ 
29.4% 
25.7% 

C 
C 

40 代  男性 
     女性 

45.6% 
13.7% 

36.2% 
13.9% 

減少へ 
40.5% 
20.0% 

C 
C 

50 代  男性 
     女性 

40.0% 
22.3% 

36.8% 
17.3% 

減少へ 
48.6% 
28.6% 

C 
C 

60 代  男性 
     女性 

46.2% 
20.9% 

41.9% 
15.0% 

減少へ 
53.1% 
16.7% 

C 
C 

70 代  男性 
     女性 

28.1% 
16.7% 

33.3% 
16.0% 

減少へ 
50.0% 
14.3% 

C 
A 

全年代男性 
     女性 

37.3% 
17.2% 

34.6% 
14.7% 

  20% 
  10% 

44.0% 
20.6% 

C 
C 

(4)飲酒 

41.毎日飲酒する人のうち多量
飲酒者(3合以上)の割合の減少 

全年代男性 
女性 

9.3% 
28.1% 

7.4% 
9.1% 

 0% 
 0% 

4.1% 
3.0% 

B 
B 

42.適正な飲酒量(１合)を知っ
ている人の割合の増加 

全年代男性 
女性 

40.0% 
56.8% 

41.0% 
61.2% 

60% 
80% 

46.4% 
63.5% 

B 
B 

(5)喫煙・ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患) 

43.喫煙者の割合の減少 20 代 男性 
   女性 

41.9% 
10.2% 

28.2% 
5.1% 

減少へ 
13.3% 
12.5% 

A 
D 

30 代 男性 
    女性 

55.0% 
16.7% 

46.7% 
13.4% 

減少へ 
23.5% 
14.3% 

A 
C 

40 代 男性 
    女性 

38.6% 
16.5% 

33.8% 
15.1% 

減少へ 
28.6% 
10.0% 

A 
A 

50 代 男性 
    女性 

47.6% 
7.4% 

42.9% 
9.1% 

減少へ 
24.3% 
9.5% 

A 
C 

60 代 男性 
    女性 

35.5% 
3.8% 

30.5% 
3.9% 

減少へ 
32.7% 
1.7% 

C 
A 

70 代 男性 
    女性 

15.7% 
1.9% 

17.5% 
2.0% 

減少へ 
8.3% 
0.0% 

A 
A 

全年代 男性 
    女性 

40.8% 
9.0% 

34.4% 
8.3% 

20% 
5% 

24.5% 
7.5% 

B 
C 
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26 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

評価指標 世 代 策定時 中間値 目標値 現状値 評価 

44.ＣＯＰＤを知っている人の
割合の増加 

全年代 男性 
女性 

17.8% 
17.0% 

11.4% 
18.5% 

50% 
50% 

15.5% 
16.0% 

D 
D 

45.公共の場での受動喫煙防止
への意識がある人の割合の増
加 

全年代 男性 
女性 

69.6% 
73.6% 

57.0% 
82.0% 

100% 
100% 

- 
 
E 

46.完全分煙・完全禁煙に努め
ている町内の集会所の数の増
加 
 
 
 

町内会 
２７か所中 

４か所 ２５か所 ２７か所 

２７か所 
（敷地内禁煙 3

か所、施設内禁

煙 24か所） 

A 

(6)歯・口腔の健康 

47.虫歯の保有率の減少 
１歳６か児 

（H23） 
1.6% 

（H28） 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
A 

３ 歳 児 25.9% 10.0% 15% 10.5% A 

５ 歳 児 58.3% 29.7% 
学校と検討 

10.0% A 

小 学 校 60.7% 
男 47.4% 
女 34.7% 

43.7% 
45.8% 

A 
A 

中 学 校 29.8% 
男 21.4% 
女 19.2% 

 
17.9% 
14.7% 

A 
A 

48.歯肉炎のある子どもの割合
の減少  

小 学 校 
中 学 校 

（H24） 
2.5% 
5.0% 

（H28） 
男 0.5% 
女  0% 
男 8.0% 
女 6.1% 

学校と検討 

 
男 0.9% 
女 0.5% 
男 0.0% 
女 0.0% 

 
C 
B 
A 
A 

49.60才で24本以上歯のある人
の割合の増加 

６０才 今後調査 36.7% 40% - E 

50.予防歯科で受診している人
の割合の増加 

男  性 
女  性 

39.2% 
56.1% 

37.2% 
50.6% 

50% 
65% 

50.0% 
62.1% 

A 
B 

51.歯が原因で食べにくさが 
ある人の割合の減少 

男  性 
女  性 

26.6% 
28.7% 

25.9% 
19.4% 

15% 
15% 

36.4% 
20.7% 

C 
C 

52.歯周疾患検診受診数（率）の
増加 

40,50,60,70 才 
（H23） 
32人 8.0% 

（H28） 
11人 3.0% 

  15% 
 
11人 2.9% 

C 
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27 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

７ 人口動態、保健統計から見た現状 
 

（１）人口と世帯数 

 人口をみると、年々減少している一方で宅地開発等の住宅施策による転入者 

や核家族化の進展により、世帯数は増加傾向にあります。令和２年の国勢調査 

では一世帯の人数は３.３人／世帯であり、平成２年の４.４人／世帯と比べ年々 

減少傾向にあります。 

（資料 国勢調査） 
 
（２）人口構成(人口ピラミッド)     

人口ピラミッドは、高齢者人口の割合が多く、１５歳未満の人口が少ないつ

ぼ型となっています。 

    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7601772877318511 8003787981888263

2332
222321402088

1950199318831868

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
0

500

1000

1500

2000

2500

  
 

 

（人数） 

５歳階級別  （単位 : 人 ) 
 

（資料 国勢調査） 

男性合計 3,694 人 女性合計 3,907 人 

 （世帯） 
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28 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

（３）年齢別人口構成 

 年齢別人口を見ると、平成２年に比べて令和２年は老齢人口（６５歳以上）

が１７．０％の増加、幼年少人口（０～１４歳）が５．４%の減少、生産年齢

人口（１５～６４歳）が１１．８%の減少と、高齢化が進んでいます。 

  
 
 
 
 
 
 
                                   
   
 
 
 
 
 

（資料 国勢調査） 

 

（４）産業別就業構成（１５歳以上） 

 三川町の産業別就業人口割合の推移をみると、第１次産業(農業など)は年々減 

少しており、第３次産業(商業、サービス業)が増加し全体の約半数を占め、産業 

形態が変化しています。 

33.7 24.8 21.1 17.0 18.7 16.7 15.8 14.5

32.3
37.5 38.4 38.5 32.9 31.5 28.8 29.9

34.0 37.7 40.5 44.4 48.2 51.5 55.3 55.0

0%

100%

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能産業

（資料 国勢調査） 

 

 

 

994

1008

998

1093

1176

1328

1531

1630

1605

1710

1770

1922

1953

2173

2368

2762

2324

2414

2588

2620

2706

2859

2878

2828

2664

2555

2372

2368

2044

1828

1486

1291

令和2年

平成27年

平成22年

平成17年

平成12年

平成7年

平成2年

昭和60年

 

０～１４才         １５～３９才           ４０～６４才      ６５才以上 単位：（人） 
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29 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

（５）出生数と合計特殊出生率 

 昭和６０年に１００人台だった出生数は約半数に減少しており、平成２０年 

には４５人と過去最低となりました。近年では、平成２７年に７１人に増加し 

ましたが、その後は減少傾向です。また、一人の女性が生涯に産む子どもの数 

を示す合計特殊出生率は平成２７年に２．１７となりましたが、その後は低下 

傾向です。全国、県と比較すると高い状況です。 

 
 S６０ H２ H７ H１２ H１７ H２２ H27 R2 

出生数（人） 三川町 102 95 60 53 65 62 71 56 

出生率（％） 

三川町 11.5 11.5 7.3 6.7 7.8 8.1 9.2 7.4 

山形県 11.9 10.0 9.2 8.8 7.7 7.1 7.0 5.9 

全 国 11.9 10.0 9.6 9.5 8.4 8.5 8.0 6.8 

合計特殊 
出生率（人） 

三川町 1.90 2.17 1.56 1.47 1.56 1.94 2.17 1.69 

山形県 1.87 1.75 1.69 1.62 1.45 1.48 1.48 1.37 

全 国 1.76 1.54 1.42 1.36 1.26 1.39 1.45 1.33 

                            （資料 山形県人口動態統計） 

 
 
（６）人口動態総覧（令和２年分）                （人口千対） 

 出 生 死 亡 
乳 児 

死 亡 

新生児 

死 亡 
死 産 婚 姻 離 婚 

実 数 

（ 率 ） 

実 数 

（ 率 ） 

実 数 

（ 率 ） 

実 数 

（ 率 ） 

実 数 

（ 率 ） 

実 数 

（ 率 ） 

実 数 

（ 率 ） 

三 川 町 
56 

（7.4） 

123 

（16.2） 

0 

 

0 

 

3 

（50.8） 

22 

（2.9） 

11 

（1.45） 

庄内地域 
1,404 

（5.4） 

4,002 

（15.3） 

4 

（2.8） 

3 

（2.1） 

26 

（18.2） 

804 

（3.1） 

329 

（1.26） 

山 形 県 
6,217 

（5.9） 

15.34 

（14.5） 

14 

（2.3） 

9 

（1.4） 

119 

（18.8） 

3,530 

（3.3） 

1,362 

（1.28） 

（資料 山形県人口動態統計） 

 

 

 



 

 30 
 
 

30 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

 

（７）死因統計 

 ① 死亡順位 

令和２年の三川町の死亡順位は、第１位が悪性新生物で２６人(死亡率３４

３．４)、第２位は心疾患で２５人(死亡率３３０．２)、第３位が脳血管疾患で

１２人(死亡率１５８．５)となっています。 

近年死亡割合が増加しているのが肺炎で、高齢者の死因として著しく増加し

ています。また、不慮の事故の他に、自殺による死亡も年代を問わず毎年みら

れます。 

 

※死亡率 人口 10 万人あたり 

 

 

 

 

 

 

23 34 31 30 39
26

25

7

8 9 9

15

18
17

19
7

10

4
8

8

20 22 22 24
38 41

1918

22
1718

14
11

1217

10

103

1
1212

1

3
3

9

3

1
5

1
2 0

1
3

1

24
14

その他 14 20 24 22 22 24 38 41

自殺 1 2 5 0 1 3 1 1

老衰 3 3 3 4 1 8 9 8

脳血管疾患 15 18 17 19 7 10 12 12

肺炎 1 3 7 8 10 9 9 10

心疾患 22 17 12 11 14 18 17 25

悪性新生物 23 18 19 34 31 30 39 26

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
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31 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

② 死亡数  

主たる死因の割合-年度別 

 

 

 

 

 

 

 

主たる死因の割合-年代別                      （人）                                           

年齢 

0 

～ 

9
歳 

10 
～ 

19
歳 

20 

～ 

29
歳 

30 

～ 

39
歳 

40 

～ 

49
歳 

50 

～ 

59
歳 

60 

～ 

69
歳 

70 

～ 

79
歳 

80 

～ 

89
歳 

90
歳
以
上 

計 

（人数） 

昭和 60 年 １ － － １ ５ ９ ９ ２３ ３１ ７９ 

平成 2 年 １ １ ２ ５ ５ ５ １０ １９ ３３ ８１ 

平成 7 年 － － － ２ ５ ５ １４ １８ ４３ ８７ 

平成 12 年 － － １ － ５ ６ ８ ２９ ４９ ９８ 

平成 17 年 － － １ － － ６ １０ ２２ ３２ １５ ８６ 

平成 22 年 － － ２ １ １ １ ９ ２５ ４１ ２２ １０２ 

平成 27 年 １ － － ２ ２ ３ ４ ２４ ５４ ３５ １２５ 

令和 2 年 － － － － － ４ １５ １４ ４７ ４３ １２３ 

                          （資料 山形県人口動態統計） 

 

 

 

 

（人） 

40.0% 38.5%

18.5%

1.5% 0.0% 1.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

悪性新生物 心臓病 脳疾患 自殺 腎不全 糖尿病

死因割合(%) 三川町 県 同規模 国
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32 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

③ がん死亡率 

  三川町の主な部位別がん死亡をみると、令和２年は気管支・肺が最も多く、

庄内地域、山形県でも同様の結果でした。胃がんは平成１７年や２２年に死

亡率が著しく高かったですが、その後は低下してきています。 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160 胃 肝臓 気管・肺 直・結腸 膵臓

胃 143.2 117.9 47.0 84.7 24.4 63.6 100.3 129.3 90.9 79.6 52.8

肝臓 11.9 11.8 47.0 12.1 24.4 50.9 37.6 25.9 90.9 26.5 13.2

気管・肺 0.0 35.4 82.2 24.2 97.7 89.0 50.2 38.8 129.9 39.8 79.2

直・結腸 0.0 0.0 11.7 24.2 24.4 38.1 50.2 51.7 77.9 66.3 13.2

膵臓 0 0 0 12.2 0 37.6 12.9 0 0 66

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R1 R2

                         （資料 山形県人口動態統計） 

 
 

④ 部位別がん死亡順位（令和２年分）            （人口 10 万対） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位 ５ 位 

三 川 町 
気管支・肺 

（79.2） 

膵臓 

（66.0） 

胃 

（52.8） 

胆のう 

（26.4） 

乳 

（26.4） 

庄内地域 
気管支・肺 

（69.1） 

胃 

（64.9） 

結腸・直腸 

（51.2） 

膵臓 

（29.4） 

胆のう 

（23.7） 

山 形 県 
気管支・肺 

（65.2） 

胃   

（55.6） 

結腸・直腸 

（49.6） 

膵臓 

（36.7） 

胆のう 

（20.3） 

※三川町の４位、５位は同率              （資料 山形県人口動態統計） 

 
 
 
 
 
 
 

（人口 10 万対） 
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33 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

（８）疾病統計 

①医療費の状況（年度別）   

被保険者数が減少する中、令和 4 年度の医療費は令和 2 年度と比べて 5.4%

増加し、被保険者一人当たりの医療費 28,386 円は令和 2 年度 23,941 円と

比べて 18.6%で大幅に増加しています。令和 2 年度は、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けた可能性があることに注意が必要です。 

 

443 501 467 

23,941 

27,093 
28,386 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

100

200

300

400

500

600

令和2年度 令和3年度 令和4年度

被保険者一人当たりの

医療費(円)

医療費

(百万円）
医療費 被保険者一人当たりの医療費

 
                         （資料：国保データベース） 

 

 

②主要疾病別医療受診状況 (毎年 5 月診療分) 

②-１ 件数上位                     全年齢（0～74 歳） 

 令和３年 % 令和４年 ％ 

1 位 高血圧性疾患 17.25 高血圧性疾患 15.33 

2 位 歯肉炎及び歯周疾患 12.50 歯肉炎及び歯周疾患 13.70 

3 位 脂質異常症 8.02 脂質異常症 7.60 

4 位 屈折及び調節の障害 3.81 関節症 3.73 

5 位 糖尿病  3.54 屈折及び調節の障害 3.66 

6 位 関節症 3.01 糖尿病 3.26 
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34 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

②-2 年代別件数    

 令和３年 % 令和４年 % 

0～9 歳 1 位 

2 位 

3 位 

アレルギー性鼻炎 

う歯 

屈折及び調節の障害 

12.02 

10.02 

8.02 

アレルギー性鼻炎 

歯肉炎及び歯周疾患 

う歯 

12.75 

9.11 

7.29 

10～19 歳 1 位 

2 位 

3 位 

屈折及び調節の障害 

歯肉炎及び歯周疾患 

アレルギー性鼻炎 

19.07 

11.93 

7.17 

その他の特殊目的用コード 

歯肉炎及び歯周疾患 

皮膚炎及び湿疹 

13.92 

11.14 

11.14 

20～29 歳 

 

 

1 位 

2 位 

3 位 

神経症性障害 

皮膚炎及び湿疹 

月経、閉経周辺期障害 

20.05 

10.05 

10.05 

屈折及び調節の障害 

神経症性障害 

歯肉炎及び歯周疾患 

18.23 

13.68 

13.68 

30～39 歳 

 

1 位 

2 位 

3 位 

気分【感情】障害 

アレルギー性鼻炎 

その他の皮膚の疾患 

7.92 

7.92 

7.92 

歯肉炎及び歯周疾患 

その他の皮膚の疾患 

その他損傷 

16.3

0 

9.33 

40～49 歳 

 

1 位 

2 位 

3 位 

歯肉炎及び歯周疾患 

統合失調症 

高血圧性疾患 

17.66 

11.78 

7.37 

歯肉炎及び歯周疾患 

統合失調症 

高血圧性疾患 

16.68 

12.14 

9.11 

50～59 歳 

 

1 位 

2 位 

3 位 

高血圧性疾患 

歯肉炎及び歯周疾患 

統合失調症 

18.46 

12.63 

8.75 

高血圧性疾患 

歯肉炎及び歯周疾患 

統合失調症 

15.97 

14.90 

10.65 

60～69 歳 

 

1 位 

2 位 

3 位 

高血圧性疾患 

歯肉炎及び歯周疾患 

脂質異常症 

20.54 

13.69 

8.68 

高血圧性疾患 

歯肉炎及び歯周疾患 

脂質異常症 

18.05 

15.04 

7.14 

70～74 歳 

 

1 位 

2 位 

3 位 

高血圧性疾患 

歯肉炎及び歯周疾患 

脂質異常症 

18.93 

11.81 

9.90 

高血圧性疾患 

歯肉炎及び歯周疾患 

脂質異常症 

17.25 

12.46 

9.91 
（資料:山形県国民健康保険疾病分類別統計） 
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35 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

 
②-３医療費上位                           全年齢（0～74 歳） 

 令和３年 ％ 令和４年 ％ 

1 位 高血圧性疾患 8.89 統合失調症 9.51 

2 位 統合失調症 7.71 脳梗塞 8.80 

3 位 歯肉及び歯周疾患 5.14 その他の悪性新生物〈腫瘍〉 8.26 

4 位 その他の悪性新生物〈腫瘍〉 4.64 高血圧性疾患 7.81 

5 位 気分〔感情〕障害 4.28 歯肉及び歯周疾患 4.76 

6 位 脂質異常症 4.14 胃の悪性新生物〈腫瘍〉 3.81 

 

 

②-4 年代別医療費   

  令和３年 ％ 令和４年 ％ 

0～9 歳 1 位 

2 位 

3 位 

他に分類されないもの 

腸管感染症 

妊娠、胎児発育障害 

24.86 

12.09 

10.82 

アレルギー性鼻炎 

その他の皮膚の疾患 

その他の特殊目的用コード 

12.70 

9.21 

8.12 

10～19 歳 1 位 

2 位 

3 位 

その他奇形、変形 

屈折及び調節の障害 

歯肉炎及び歯周疾患 

15.72 

12.35 

12.06 

その他の特殊目的用コード 

その他の呼吸器系の疾患 

その他の精神障害 

15.70 

14.32 

13.85 

20～29 歳 

 

 

1 位 

2 位 

3 位 

神経症性障害 

その他損傷 

月経、閉経周辺期障害 

26.12 

15.46 

9.83 

他に分類されないもの 

麻痺性症候群 

神経症性障害 

21.49 

15.01 

12.88 

30～39 歳 

 

 

1 位 

2 位 

3 位 

統合失調症 

その他損傷 

腎不全 

33.36 

30.70 

12.32 

統合失調症 

その他の損傷 

良性〈腫瘍〉、その他の新生物〈腫瘍〉 

29.26 

26.88 

14.15 

40～49 歳 

 

 

1 位 

2 位 

3 位 

統合失調症 

その他の精神障害 

腸管感染症 

41.56 

25.06 

13.22 

統合失調症 

その他の精神障害 

良性〈腫瘍〉、その他の新生物〈腫瘍〉 

50.46 

15.00 

9.38 

50～59 歳 

 

 

1 位 

2 位 

3 位 

気分〔感情〕障害 

統合失調症 

高血圧性疾患 

32.55 

11.08 

10.90 

統合失調症 

胆石症及び胆のう炎 

高血圧性疾患 

20.05 

15.97 

12.83 

60～69 歳 

 

1 位 

2 位 

3 位 

高血圧性疾患 

その他の悪性新生物〈腫瘍〉 

歯肉炎及び歯周疾患 

9.64 

7.08 

7.01 

その他の悪性新生物〈腫瘍〉 

脳内出血 

高血圧性疾患 

14.00 

10.58 

9.75 

70～74 歳 

 

1 位 

2 位 

3 位 

高血圧性疾患 

良性〈腫瘍〉、その他の新生物〈腫瘍〉 

脳梗塞 

9.70 

8.04 

5.92 

脳梗塞 

高血圧性疾患 

その他の悪性新生物〈腫瘍〉 

18.91 

8.28 

8.06 

（資料:山形県国民健康保険疾病分類別統計） 
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36 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

③ 主要疾病別性別 受診率・1 人あたり医療費 （令和４年５月診療分） 

悪性新生物の受診率は他市町と比べると高い傾向です。 

脳血管疾患は、受診率は男女共に 20 位台ではありますが、1 人当たりの医療

費は県内トップであることが分かります。 

 

 受診率（100 人あたり） 1 人あたり医療費（円） 

 男 性 女 性 男 性 女 性 

悪性新生物 県内 4 位 県内 5 位 県内 3 位 県内 33 位 

糖尿病 県内 32 位 県内 25 位 県内 32 位 県内 31 位 

高血圧性疾患 県内 25 位 県内 25 位 県内 24 位 県内 25 位 

心疾患 県内 26 位 県内 12 位 県内 34 位 県内 28 位 

脳血管疾患 県内 21 位 県内 29 位 県内 1 位 県内 2 位 

歯の疾患 県内 17 位 県内 12 位 県内 29 位 県内 19 位 

 
 
（９）平均寿命と平均自立期間 

 平均寿命と平均自立期間の差は、日常生活に制限がある期間を意味していま

す。本町の男性の平均余命は 79.7 年で山形県より 1.6 年短く、平均自立期間

は 78.6 年で山形県より 1.2 年短いです。日常生活に制限がある期間の平均は

1.1 年で山形県と同水準です。本町の女性の平均余命は 87.6 年で山形県と同水

準、平均自立期間は 84.8 年で山形県より 1.1 年長いです。日常生活に制限が

ある期間の平均は 2.8 年で山形県と同水準です。 

 

 男  性 女  性 

令和４年度 平均寿命 
平均自立期間 

（要介護 2 以上） 
平均寿命 

平均自立期間 

（要介護 2 以上） 

三 川 町 79.7 歳 78.6 歳 87.6 歳 84.8 歳 

山 形 県 80.5 歳 79.8 歳 87.0 歳 83.7 歳 

全  国 80.8 歳 80.1 歳 87.0 歳 84.4 歳 

※KDB（国保データベース）システムより抽出したデータであり、厚生労働省「簡易生命表」の平均寿命とは数値が異

なる。※「簡易生命表」の平均寿命は男性 81.05 年、女性 87.09 年 

                 資料: KDB（国保データベース）システム 
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37 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

 

男性）平均余命と平均自立期間、日常生活に制限がある期間の平均(令和 4 年度) 

78.6 

79.8 

79.5 

80.1 

1.1 

1.5 

1.5 

1.6 

79.7 

81.3 

81.0 

81.7 

70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0

三川町

県

同規模

国

(年)

平均自立期間 日常生活に制限がある期間の平均 平均余命

 

 

 

 

女性）平均余命と平均自立期間、日常生活に制限がある期間の平均(令和 4 年度) 

84.8 

83.7 

84.2 

84.4 

2.8 

3.2 

3.2 

3.4 

87.6 

86.9 

87.4 

87.8 

70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0

三川町

県

同規模

国

(年)

平均自立期間 日常生活に制限がある期間の平均 平均余命

 

資料: KDB（国保データベース）システム 
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38 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

（１０）高齢化率と老齢人口 

 国勢調査による総人口に占める６５歳以上の人口の割合(高齢化率)は、平成５ 

年に２０％を超え、令和２年では３５.０％となり、高齢化が進んでいる中で、 

７５歳以上の高齢者割合が１８.９％と伸びが大きくなっています。 

 山形県の高齢化率は３３.８％、全国では２８.６％と県、全国と比較しても高 

い状況です。 
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                            （資料 : 国勢調査） 

 

（１１）一人暮らし高齢者・老夫婦世帯数 

 ６５歳以上の一人暮らし高齢者は年々増加傾向にあります。 

また、一人暮らし高齢者の年齢を見てみると、３０２人中１５６人（５１.７％） 

が７５歳以上となっています。 
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  （資料 昭和 60 年～平成 22 年は国勢調査、平成 23 年以降は山形県高齢者支援課調べ） 
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39 健康づくり計画 

第２章 三川町の現状と課題 

（１２）要介護認定者数 

  平成 12 年度に介護保険制度が開始されて以来、要介護認定者は年々増加し

ていましたが、令和元年頃から減少に転じています。老齢人口のうち、要介護

認定者の占める割合はも、平成２８年度（１９.９%）と比較すると令和４年度

（１６.１%）は減少している。 
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                     （資料 三川町介護保険事業計画） 
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40 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

第３章 計画の目標及び施策 
 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現 
 

健康寿命の延伸は、健康日本２１（第二次）から引き続き実現されるべき最

終的な目標です。 

全ての町民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のため、個

人の行動と健康状態の改善に加え、個人を取りまく社会環境の整備や質の向上

を通じて、健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現をめざします。 

なお、個人の行動と健康状態の改善のみが健康寿命の延伸・健康格差の縮小

につながるわけではなく、社会環境の質の向上等を通じて、各生活環境等につ

いての格差を縮小することで、健康寿命の地域格差の縮小も目指しています。 

 

 

現状▶最終目標の「健康寿命の延伸」は男女ともに目標を達成することができ

ました。 

                   

成果指標 策定時（平成 20 年度） 現状（令和４年度） 

健康寿命の延伸 男性 ７７.５ 歳 

女性 ８１.８ 歳 

男性 ７８.６（＋１.１歳） 

女性 ８４.８（＋３.０歳） 

 

町民の目標 
▶健康寿命をもっともっと延ばして元気な町になろう。 

▶子どもから高齢者まで健康への関心を持ち続けよう。 

 

取り組みの指標と目標値 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現 

1.健康寿命の延伸 

日常生活に制限のない期間の平均 

（平均自立期間） 

－ 
男性 78.6 才 

女性 84.8 才 

延伸へ 

2.健康格差の縮小 

日常生活に制限のない期間の縮小 

（平均寿命－平均自立期間） 

－ 
男性 1.1 才 

女性 2.8 才 

縮小へ 
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41 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

２ 個人の行動と健康状態の改善 

 

（１）生活習慣の改善 （食生活・栄養・身体活動・ 

運動・休養・飲酒・喫煙・歯と口腔の健康） 

 

ア 栄養・食生活 

 

「食」は健康づくりの柱であり、生活習慣病の予防だけでなく心豊かに過ごす

ためにも小さい頃からよい食習慣を育む環境が大切です。 

近年、食生活の欧米化、外食産業の発展、働く女性の増加など生活スタイル

が多様となり、「孤食」「欠食」「偏食」「間食の食事化」など、子どもを取り巻

く食生活に変化が懸念されています。 

また、働きざかり世代では、生活習慣病の増加によりメタボリックシンドロ

ーム解消と健康管理のための食生活の実践がさらに重要となってきます。 

 子育てや仕事が優先され、夜型の生活の人の割合も高い状況から、より一層

健康管理意識を高め、よりよい食生活を維持していく必要があります。高齢世

代では食に関心を持つ人が多い世代ですが、一方で体力低下、食への意欲低下、

口腔機能の低下が起きやすく、低栄養の健康課題も心配されるため、生涯にわ

たって食生活を楽しむために、地域の食文化や家庭の味を大切にしながら各世

代が次のことを目指します。 

 

現状①▶「夕食を夜 9 時以降に食べる人の割合」は男性 15.8％、女性 12.7％でした。 

現状②▶「就寝前に間食の習慣のある人の割合」は男性 32.7％、女性 42.2％でした。 

策定時よりは減少していますが、目標には達していません。 

   

42.2％ 
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42 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

 

町民の活動指針、心がけること 

子
ど
も
若
者
世
代 

目標▶健康につながる食習慣の基礎づくり!!食事の大切さを身につけよう。 

１．早寝早起き朝ごはんを心がけましょう。 

２．食べ物の旬や栄養を知り、体に必要な食べ物を選びましょう。 

３．うす味の習慣をつけ味覚を育てよう。 

４．食事の妨げになるようなお菓子や清涼飲料水の摂り方はやめましょう。 

働
き
ざ
か
り
世
代 

目標▶よい食生活は一日の活力のもと!!賢く食べて生活習慣病の予防と悪化防止 

に努めよう。 

１．適正体重の維持と疾病管理のために活動量や体格に合った食事の時間と量を 

知りましょう。 

２．野菜を毎日しっかり食べ、過食や生活習慣病の予防につなげましょう。 

３．塩分摂取を減らし、うす味に慣れましょう。 

４．栄養バランスが優れた日本型食生活を見直しましょう。 

高
齢
者
世
代 

 

目標▶しっかり食べることが長寿の秘訣!!食に楽しみを持って心身の機能の維持 

に努めよう。 

１．1 日３食を基本に、食事の内容に偏りがないよう肉や魚も食べましょう。 

２．急激な体重減少に注意し、定期的に体重測定をしましょう。 

３．塩分の多い食品を摂る回数を減らしましょう。 

４．噛む力や飲み込む力を維持しましょう。 

５．脱水症予防のために、こまめな水分補給に心がけましょう。 

６．郷土食や日本食の良さを、次の世代に伝えていきましょう。 

 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・減塩や野菜の摂り方などを地域や各家庭に情報提供し、よい食

生活の普及を図ります。 

・親子クッキングを通して食生活の大切さをＰＲしていきます。 

・調理講習会などを通して食に関する啓発をします。 

・郷土食や行事食の食文化の伝承を大切にしながら行事を進めて 

いきます。 

・「育てる」「作る」「食べる」の一貫した体験活動を通して食育 

を推進していきます。 

・地産地消で安心な食環境をＰＲしていきます。 

食生活改善推進協議会 

学校 

保育園・幼稚園 

生産者団体 等 
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43 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

 

 
 
取り組みの指標と目標値 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

ア 食生活・栄養 

3．適正体重を維持するよう心がけている 

人の割合の増加 
全年代  男性 

女性 
72.8% 
76.6% 

80% 
80% 

4．児童・生徒における肥満傾向児の減少 

小学校５年生 

中学校２年生 

小学校  男子 
女子 

17.8% 
14.2% 

15% 
12% 

中学校  男子 
女子 

13.2% 
11.3% 

10% 

5．栄養バランスを考えている人の割合の

増加 

男  性 
女  性 

77.7% 
86.8% 

80% 
90% 

6．朝ごはんを食べない人の割合の減少 全年代  男性 
女性 

6.0% 
9.3% 

減少へ 

7．夕食を夜 9 時以降に食べる人の割合

の減少（就寝 2 時間以内） 
男 性 
女 性 

15.8% 
12.7% 

 13％ 
10％ 

8．就寝前に感触の習慣のある割合の 

減少（3 食以外間食） 
男 性 
女 性 

32.7% 
42.2% 

30％ 
35％ 

 
 
 
 
 

行政の役割 具体的施策 

・各世代に合わせたよい食生活に関

する健康教育  

 

・乳幼児健診等での健康教育、栄養相談 

・健康まつり等での食の健康教育 

・シルバー健康教室等での高齢者の健康教育 

・生活習慣病予防や疾病管理に合わ

せた健康教育、健康相談 

 

・特定保健指導 

・人間ドック結果相談会、健康アップ栄養相談 

・糖コンチャレンジセミナー（糖尿病治療者) 

・食に関する団体、グループの育成、

支援 

 

・食生活改善推進協議会の活動支援 

・食生活改善推進員養成コース 

・食の自主グループ（ヘルシーくらぶ）の支援 

・各関係課との連携 

 

・栄養改善事業、介護食の指導 

・調理実習等への協力 

・食に関する知識の普及、啓発 ・健康まつりや秋まつりなどでの啓発展示 

・食に関する町民講座の支援 

・生涯学習活動を通した食育活動の推進 
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44 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

イ 身体活動・運動 

 

 

適度な運動は、肥満や生活習慣病の予防だけでなく、メンタルへルスや生活

の質の改善に効果をもたらします。さらに高齢者においても歩行など日常生活

における身体活動は、要介護状態を減少させ健康寿命を延ばすことにつながり

ます。しかし、身体活動や運動の効果は知っていても、仕事や子育てなどで時

間の余裕がなく実践することが難しい人が多い状況です。 

 子ども若者世代では、幼少期から体を動かすことを臆せず運動や外遊び、日

常のお手伝いのできる心を育て、働きざかり世代では生活習慣病予防を目的に

運動習慣を継続していけるよう、また、高齢世代では体力、筋力の維持のため

に次のことをめざします。 

 

現状①▶「運動不足だと感じる人」の割合は全体の約８割を占めています。 

現状②▶「生活の中で意識して体を動かしている人」の割合は全体のわずか２割弱で、特

に 30 代～50 代の働き盛り世代に少ない状況です。 

現状③▶特定健診受診者で「１日３０分以上の運動を週２回実施している人」の割合は       

男性 28.3％、女性 27.0％と目標の 30％に届いていません。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

20.0%

11.8% 9.5%

18.9%

26.5%
29.2%

19.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

20代 30代 40代 50代 60代 70代 全体

意識的に運動をしている【男性・年代別】

12.5% 11.4% 12.5%
9.5%

26.7%
23.8%

16.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

20代 30代 40代 50代 60代 70代 全体

意識的に運動をしている【女性・年代別】

１０年前

５年前

今回
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45 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

 

町民の活動指針、心がけること 

子
ど
も
若
者
世
代 

目標▶いろんな運動や外遊びを体験し、体を動かすことを好きになろう!! 

１．進んでお手伝いをしましょう。 

２．外遊びを楽しみましょう。 

３．大人になっても継続できる運動を体験しましょう。 

働
き
ざ
か
り
世
代 

目標▶日常生活の中でからだを積極的に動かしましょう。週に１～２回できる自 

分に合った運動を見つけ、継続しましょう。 

１．家事も運動の機会としてとらえ、活動量を増やしましょう。 

２．日常生活の中で歩くこと(歩数)を増やしましょう。 

３．地域や職場で一緒に運動できる仲間を作り運動する機会を増やしましょう。 

高
齢
世
代 

目標▶積極的に外出しいつまでも自立した生活ができるよう体力を維持しよう。 

１．自分に合った運動を見つけ続けていきましょう。  

２．日常生活の中に筋力トレーニングを取り入れましょう。 

３．１日１回は外に出て、できるだけ歩く習慣をつけましょう。 

 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・健康まつりや町内会行事、100 歳体操など、健康の保持増進 

のために運動できる機会を作ります。 

・スポーツイベントへの協力や軽スポーツの普及に努めます。 

・地域の運動公園の環境整備に努めます。 

地域、町内会 

老人クラブ 等 

 

 

 

行政の役割 具体的施策 

・みかわマイチャレの推進 ・マイチャレウォーキングの普及と推進 

・各年代に合わせた運動指導

の充実 

・生活習慣病予防教室 

・介護予防、筋力トレーニング教室 

・生活習慣病予防や疾病管理

のための運動指導 

・各種教室での運動指導 

・生涯スポーツの推進 ・軽スポーツの普及 

・運動に関する団体、自主グ

ループの育成支援 

・みかわスポーツクラブ活動の支援 

・自主グループ(健幸倶楽部、アフターからだ塾)活動支援 

・学校や体育施設(アスレなの

花)の環境整備と活用の拡

大とマンパワーの活用 

・アスレなの花の利用拡大に向けた検討 

・学校開放の活用 

・運動指導者等との連携 

・関係課との連携 ・みかわマイチャレを通した事業の連携 

・町民講座などの連携事業の検討 
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46 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

取り組みの指標と目標値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

イ 身体活動・運動 

9．日常生活における歩数の増加 

１日の歩数の平均値 7,100 歩 
全年代  男性 
       女性 

今後調査 増加へ 

10．運動不足を感じている人の割合の減少 全年代  男性 
       女性 

69.0% 
86.0% 

50％ 
60％ 

11．生活の中でいつも意識して体を動かし 

ている人の割合の増加 
全年代  男性 
       女性 

19.6% 
16.8% 

30% 
30% 

12．特定健診受診者で１日３０分以上の運

動を週２回実施している人の割合の増加 
男 性 
女 性 

28.3% 
27.0% 

30% 
30% 

13．運動やスポーツを習慣的にしている子

どもの割合の増加(月１日以上運動して

いる子どもの割合) 

小学校  男子 
女子 

（R5) 
88.2% 
83.9% 

90% 

大好評！ 
体成分分析装置 
愛称「健さん」測定 

健康まつりでの 
健康体操の様子。参
加者もみんな笑顔！ 

からだ塾の様子♪ 
仲間と一緒に JOSANE
棒を使った体操で汗を流
しています！ 

食生活改善推進員の
みなさんも運動指導
を行いました！ 
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47 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

ウ 休養・睡眠 

 

 

 

健康づくりのための休養は、睡眠による「休む」ことと趣味や生きがいなど

の「養う」ことの両方の要素があります。 

また、社会環境や人間関係による心の疲れはもちろんのこと、子育てや介護、

仕事の過重労働などによる心身の過労も急性心疾患や糖尿病などのリスクを高

めるとされています。 

日ごろから睡眠時間の確保を心がけ、「こころ」と「からだ」の休養を意識し

てとることが大切です。 

 

現状①▶「睡眠や休養が取れている割合」は策定時と比べて減少しています。 

年代別に見ると 40 代女性で最も睡眠や休養が取れていません。 

取れない主な理由としては「家事や仕事、子育て」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民の活動指針、心がけること 

子
ど
も
若
者
世
代 

目標▶生活リズムを整えて心も快活に過ごそう。 

１．早寝早起きを心がけ、すっきりした朝を迎えましょう。 

２．趣味や夢中になれることを見つけ、メリハリのある生活を送りましょう。 

働
き
ざ
か
り
世
代 

目標▶過労にならないよう休養をとり、元気な心と体で過ごそう。 

１．充分な睡眠をとり、翌日に疲れを残さないようにしましょう。 

２．お酒や睡眠補助剤に頼らない睡眠ができるように、日中からだをよく動かし

ましょう。 

 

20.0%
17.6%

28.6%
24.3%

16.3%
12.5%

25.0%

31.4%

42.5%

33.3%

16.7%

23.8%

0.0%

25.0%

50.0%

20代 30代 40代 50代 60代 70代

睡眠で休養が十分に取れていない方の割合

男性

女性
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48 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

高
齢
世
代 

 

目標▶閉じこもらず、生きがいを持ち続けましょう。 

1．１日１回は外に出て、地域の人と会話をしましょう。 

2．質の高い睡眠ができるように軽い運動をするなどメリハリのある生活を送り

ましょう。 

 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・「早寝早起き朝ごはん」運動を推進していきます。 

休養が促進されるよう職場環境の整備を図ります。 

・会員の心身のリフレッシュが図れるよう健康に関する事業を継続

していきます。 

幼稚園・保育園 

学校、職域 等 

 

 

行政の役割 具体的施策 

・休養や睡眠についての正しい知識の普

及と相談体制の充実 

・健康づくり教室等での健康教育 

・睡眠に関する広報等での情報提供 

・介護者教室や介護に関する相談 

・乳幼児健診、乳幼児家庭訪問での相談対応 

・心身のリフレッシュにつながる生涯学

習や資源の活用 

・趣味や生きがいづくりのための教室や町民講座 

・温泉など健康につながる資源の活用 

 
 
取り組みの指標と目標値 

 
 
 
 
 
 
 
 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

ウ 休養・睡眠 

14．睡眠や休養がとれている人の割合の

増加 
全年代  男性 
     女性 

78.8% 
70.5% 

 80% 

15．睡眠時間が十分に確保できている者

の割合（6～9 時間） 

（※60 歳以上 6～8 時間） 

全年代  男性 
     女性 

今後調査 増加へ 
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49 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

エ 飲 酒 

 

 

 

身体的、精神的に発育発達の途上にある未成年者の飲酒は、アルコールの影

響が大きいため法律で禁じられており、未成年の飲酒を防止するための環境整

備と教育が重要となります。 

そこで、子ども若者世代にはアルコールと健康についての正しい知識を普及

し、働きざかり世代と高齢世代は、節度ある飲酒量を心がけ、健康的な飲酒に

つながるよう次のことを進めていきます。 

 

現状①▶毎日飲酒する人のうち 3 合以上の多量飲酒者の割合が改善し、 

適正な飲酒量を知っている人の割合も増加しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

町民の活動指針、心がけること 

子
ど
も
若
者
世
代 

目標▶大切な体を守るため大人になるまで絶対飲まない!! 

未成年の飲酒をなくそう。 

1．お酒と健康への害について正しい知識を持ちましょう。 

2．大人は子どもがアルコールに近づかないよう環境に配慮しましょう。 

3．妊娠中の飲酒はしないようにしましょう。 

26.2%

45.9%

23.0%

2.5%

1.6%

0.8%

40.3%

50.7%

6.0%

1.5%

1.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１合（180ml）未満

１合以上２合（360ml）未満

２合以上３合（540ml）未満

３合以上４合（720ml）未満

４合以上（720ml）以上

無回答

飲酒量についての割合

男性（５年前） 男性（今回） 女性（５年前） 女性（今回）

単位：％
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50 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

働
き
ざ
か
り
世
代 

目標▶生活習慣病にならないよう健康的な飲酒を心がけよう。 

1．体の負担にならないよう適切な飲酒量を心がけましょう。 

2．多量飲酒の害を知り、休肝日を設けましょう。 

3．飲酒の席では、無理せずお互いのペースで楽しく飲みましょう。 

高
齢
世
代 

目標▶「お酒は百薬の長!!」健康と長寿につながる飲酒を心がけよう。 

1．食事の妨げにならないよう健康管理に気をつけて飲みましょう。 

2．体調に合わせて適量を楽しみましょう。 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取り組みの指標と目標値 

 
 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

エ 飲酒 

16．毎日飲酒する人のうち多量飲酒者（３

合以上）の割合の減少 
全年代  男性 

女性 
4.1% 
3.0% 

 0% 
 0% 

17．適正な飲酒量（１合）を知っている人

の割合の増加 
全年代  男性 

女性 
46.4% 
63.5% 

 50% 
 70% 

18．睡眠を助けるためのアルコールを利用

する人の割合の減少 
全年代  男性 
     女性 

44.0% 
20.6% 

  40% 
  15% 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・アルコール関連問題についての研修等を実施し、情報提供と啓発

を図り町と連携します。 

・未成年者に及ぼすアルコールの害について教育を推進します。 

・地域での未成年者の飲酒防止に努め、環境の配慮に努めます。 

保健所 

学校、ＰＴＡ 

町内会、商工会 等 

  

行政の役割 具体的施策 

・適正飲酒に関する普及、啓発 

 

・健康まつり、人間ドック結果相談会等での健康教育 

・広報、ホームページ等での情報提供 

・アルコール関連問題について

の相談体制の充実 

・保健所との連携と本人と家族への相談対応 

・妊婦へのアルコールの正しい

知識啓発 

・母子健康手帳交付時の健康相談、保健指導 

・未成年者の飲酒防止教育の徹

底と環境づくり 

・家庭、学校、地域の連携 
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51 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

アルコールの１日の適量って？？ 
 

ビール        ウィスキーなら         ワインなら        
５００ｍｌ          ６０ｍｌ            １８０ｍｌ      
（中ビン１本）       （ダブル１杯）                  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

日本酒なら 
１８０ｍｌ 

(１合) 

ブランデーなら 
６０ｍｌ 

（ダブル１杯） 

焼酎なら 
１１０ｍｌ 

（０．６合） 
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52 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

オ 喫 煙 

 

 

 

たばこは、がんや循環器病をはじめとしたあらゆる生活習慣病との関連があ

ると指摘されています。 

また、未成年者や妊婦の喫煙は、精神的・身体的な発育発達の途上にある未

成年者や胎児に多大な悪影響を及ぼすため、禁煙への支援と受動喫煙防止に向

けた環境整備が一層重要となります。 

 そこで、子ども若者世代では未成年のうちに喫煙をしないよう、働きざかり

世代と高齢世代では本人だけでなく、受動喫煙防止を心がけるよう環境づくり

をめざして次のことを進めていきます。 

 

現状①▶喫煙者の割合は全体的には減少していますが、女性では減少してない年代が 

見られます。（20 代、50 代） 

現状②▶町内会公民館２７か所全てが禁煙に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

町民の活動指針、心がけること 

子
ど
も
若
者
世
代 

目標▶未成年と妊婦の喫煙をなくそう。 

1．たばこと受動喫煙の害を知り、たばこの煙には近付かないようにしましょう。 

2．たばこは、依存がこわいことを知りましょう。 

3．赤ちゃんのために、たばこを吸わないようにしましょう。 

 

 

13.3%

23.5%
28.6%

24.3%

32.7%

8.3%

24.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

20代 30代 40代 50代 60代 70代 全体

喫煙している方の割合【男性】

１０年前

５年前

今回 12.5% 14.3%
10.0% 9.5%

1.7% 0.0%

7.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

20代 30代 40代 50代 60代 70代 全体

喫煙している方の割合【女性】

１０年前

５年前

今回



 

                      53 

53 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

 

 

 

取り組みの指標と目標値 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

オ 喫煙 

19．喫煙者の割合の減少 20 代  男性 
   女性 

13.3% 
 12.5% 

減少へ 

30 代  男性 
    女性 

23.5% 
 14.3% 

減少へ 

40 代  男性 
    女性 

28.6% 
 10.0% 

減少へ 

50 代  男性 
    女性 

24.3% 
 9.5% 

減少へ 

60 代  男性 
    女性 

32.7% 
 1.7% 

減少へ 

70 代  男性 
    女性 

8.3% 
 0.0% 

減少へ 

全年代  男性 
    女性 

24.5% 
7.5% 

20% 
5% 

20．妊娠中の喫煙率 妊婦 3.0% 0% 

働
き
ざ
か
り
・高
齢
世
代 

目標▶自分と周りのことを考えて禁煙、受動喫煙防止に取り組もう。 

たばこが健康に及ぼす影響を知って、健康と長寿につなげよう。 

1．喫煙する人は周囲への影響を考えて完全分煙をしましょう。 

2．喫煙する人は「禁煙」にチャレンジし、健康管理に努めましょう。 

3．生活習慣病と喫煙の関係について知識を高めましょう。 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・たばこの害や受動喫煙防止の推進のため、町と連携し情報提供と啓発

を図ります。 

・未成年者に及ぼすたばこの害について教育を推進します。 

・地域での未成年者の喫煙と受動喫煙防止に努めます。 

・集会場、公共施設、飲食店における受動喫煙を推進します。 

保健所 

学校、職域 

地域、町内会 

商工会 等 

行政の役割 具体的施策 

・受動喫煙防止に関する普及、啓発 

 

・健康まつり、人間ドック結果相談会等での健康教育 

・呼吸器検診時の禁煙指導 

・広報、ホームページ等での情報提供 

・禁煙希望者への相談体制の充実 ・健診結果相談会等での健康相談 

・未成年者の禁煙教育と受動喫煙防

止のため環境づくり 

・家庭、学校、地域の連携への支援 
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54 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

カ 歯・口腔の健康 

 

 

歯や口腔の健康は食べるためだけでなく、全身の健康を守ることにもつなが

ります。噛む力を維持していると脳が活性化されることや体力が高まるなど、

高齢期になっても生活の質を高める原動力となり、最終的には人生を豊かにす

ることにもつながります。 

子ども若者世代では、歯の健康づくりの基礎となるよい生活習慣づくりが重要 

です。そのためには、家庭と学校、行政の一貫した取り組みが必要です。 

また、生涯自分の歯でおいしく楽しく食べ続けるためにも働きざかり世代と高

齢世代では、歯周病予防にも力を入れ歯を残すために次のことを進めます。 

 

現状①▶「歯が原因で食べにくさがある人の割合」は全体の 27.8％を占めています。特に

70 代では「食べにくくなった」と感じる人が 5 年前より 13.6 ポイント増えてお

り、年代が上がるにつれ食べにくさを感じている傾向にあります。 

 

「歯が原因で食べにくさがある人の割合」 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民の活動指針、心がけること 

子
ど
も
若
者
世
代 

目標▶虫歯にならないように規則正しい生活習慣を身につけよう。 

1．食事を大切にし、間食は頻度と時間を決めて食べましょう。 

2．正しい歯みがきの仕方を身につけましょう。 

3．よく噛んで食べる習慣をつけましょう。 

4．フッ素の効果を正しく知って上手に活用していきましょう。 

15.1% 11.2%
16.1%

27.9%
29.7% 30.8%

9.7%
17.3%

22.0%
29.1%

34.9%
44.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

20代 30代 40代 50代 60代 70代

５年前

今回
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55 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

働
き
ざ
か
り
世
代 

目標▶「６０才で２４本の歯を残そう」をめざして、口腔ケアに取り組もう。 

1．早期治療や予防歯科を心がけましょう。 

2．噛み応えのある食品を選びましょう。 

3．フッ素剤や糸ようじ、歯間ブラシなどの清掃補助用具を上手に使いましょう。 

4．禁煙を心がけ、歯と歯ぐきを大切にしましょう。 

 

高
齢
世
代 

目標▶「８０才で２０本の歯を残そう」をめざして、歯と口腔の手入れをしよう。 

1．歯と口腔の清掃習慣を続けましょう。 

2．噛む力、飲み込む力を維持するために口腔ケアに関心を持ちましょう。  

3．かかりつけ医を持ち、早期治療や口腔ケアの指導を積極的に受けましょう。 

4．口腔内を清潔にし誤嚥性肺炎を予防しましょう。  

 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・関係機関と連携して、ブラッシング指導や歯肉炎予防などの教

育を継続します。 

・学校保健委員会等で歯の健康について理解が深まるよう啓発に

努めます。 

・歯周疾患や虫歯予防についての啓発と、歯周疾患検診等の受診

率が高まるよう声かけをします。 

保育園・幼稚園 

学校 

協力歯科医院 

保健委員協議会 等 

 

 

 

行政の役割 具体的施策 

・乳幼児期からの虫歯予防とよい生活

習慣の推進 

・妊婦歯科健診の実施 

・各種幼児歯科健診とフッ素塗布事業の継続 

・成人期の歯周疾患予防の推進 ・歯周疾患検診の実施と PR 

・高齢期の口腔ケアの普及、啓発 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 

・歯科保健向上に向けた一貫した体制

づくり 

・保育園・幼稚園、学校、協力歯科医院等との 

連携 

 

取り組みの指標と目標値 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

カ 歯・口腔の健康 
21.歯周病を有する者の減少 

（歯周疾患検診受診者のうち） 40.50.60.70 才 81.8％ 減少へ 

22．予防歯科で受診している人の割合の

増加 

男  性 
女  性 

50.0% 
62.1% 

60% 
75% 

23．歯が原因で食べにくさがある人の割 

合の減少（50 歳以上） 

男  性 
女  性 

36.4% 
20.7% 

30% 
15% 

24．歯周疾患検診受診数（率）の増加 40,50,60,70 歳 11 人 2.9% 10% 
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56 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

（２）生活習慣病（NCDs）の発症予防・重症化予防 
（がん、循環器病、糖尿病、ＣＯＰＤ） 

 
ア がん 

がんは長寿社会を迎えた日本では最大の死亡原因です。 

三川町ではがん死亡の大半が高齢者ですが、働きざかり世代の死亡も少なくあ

りません。 

がん予防のためには、生活習慣の見直しと改善を図るとともに、検診による早

期発見、早期治療が最も効果的な取り組みとなり、ひいては健康寿命を延ばすこ

とにもつながります。がんについて正しい知識を持ち、がんになるリスクを生活

の中で減らしていくことも大切です。 

 

 
現状①▶２人に 1 人ががんにかかる時代と言われていることから、がんにかかる町の医療

費は増加していますが、一方で死亡率は減少しています。これは、検診での早期発見

や医療の進歩によるものと考えられます。 

現状②▶がん検診の受診率は、目標値に届いていません。 

現状③▶精密検査受診率は、コロナ禍による受診控え等の影響も考えられますが、乳がん以

外の項目で減少する結果となりました 
 
 
 

町民の活動指針、心がけること 

子
ど
も
若
者
世
代 

目標▶健康的な生活習慣を身につけよう 

1. 積極的に体を動かし、からだの抵抗力をつけましょう。 

2. 充分な睡眠をとるために早寝早起きを心がけましょう。 

3. １日３食、栄養バランスのとれた食生活を身につけましょう。 

4. 喫煙ががんの原因のひとつになることを知りましょう。 

5. 子宮頸がんの原因を正しく理解しましょう。 

働
き
ざ
か
り
・高
齢
世
代 

目標▶がんを予防する生活習慣を実践しがん検診を忘れずに受けよう。 

1. 年１回は必ず各種がん検診を受けましょう。 

2. 食生活や運動など生活習慣を見直し、がんのリスクを減らしていきましょう。 

3. 禁煙にチャレンジし、多量飲酒はやめましょう。   

4. 疲労やストレスをためないよう、休養をとるよう心がけましょう。 

5. がんになってもあわてないために、がんの治療や緩和ケアについて理解を深め 

ましょう。 
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57 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・町と連携してがん予防と受診率向上に向けた啓発、普及を推進 
していきます。 

・職場や事業主健診でがん検診を実施し、精密検査受診の徹底を

図ります。 
・食に関するセミナーや調理実習を通して、がん予防の食 

生活改善について啓発を図ります。 
・がん検診の受診率が高まるよう未受診者に呼びかけ、受診につ

なげます。 

保健所 
職域 
食生活改善推進協議会 
保健委員協議会 
地域、町内会 等 

 
行政の役割 具体的施策 

・がん検診の実施 ・集団検診、人間ドック(胃、大腸、肺、子宮、乳) 

・がん検診総合支援事業の実施 ・無料クーポン券の発行(子宮、乳) 

・がん検診受診率向上に向けた取り

組み 

・未受診者の把握 

・申し込み把握の徹底と受診勧奨 

・がん検診精密検査受診率１００％

に向けた取り組み 

・がん検診結果相談会での健康相談 

・精密検査未受診者への受診勧奨(電話、家庭訪問) 

・がん予防のための啓発、普及 

 

・人間ドック結果相談会、健康まつり等での健康教育 

・広報やホームページ等での情報提供 

 

取り組みの指標と目標値 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

ア がん 

25.死亡率の減少（人口１０万対） 悪性新生物 
（R2） 
343.4 

現状維持 

26.国保受診率の減少(１００人あたり)

国保医療費の減少(１人あたり) 
悪性新生物 
悪性新生物 

4.70 
7，803 円 

減少へ 

27.がん検診受診率の向上 胃がん 
大腸がん 
肺がん 

子宮がん 
乳がん 

30.7% 
56.3% 
65.4% 
32.6% 
24.3% 

40% 
60% 
70% 
40% 
30% 

28.がん精密検査受診率の向上 胃がん 
大腸がん 
肺がん 

子宮がん 
乳がん 

71.7% 
77.7% 
84.3% 
85.7% 

100.0% 

80% 
80% 
90% 
90% 

100.0% 
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58 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

イ 循環器病・糖尿病・ＣＯＰＤ 

生活習慣病の中でも脳血管疾患と心疾患は、壮年期以降の死亡原因として大

きな割合を占めており、その危険因子となる「動脈硬化」の原因である高血圧や

脂質異常症は、現在も健康課題となっています。 

循環器疾患の重症化は壮年期の突然死や、後遺症を残すなど要介護につなが

ることも少なくないことから、本人のみならず、家族や社会への負担も大きくな

ります。 

また、糖尿病は三川町に多い疾病のひとつとして対策を講じてきましたが、生

活習慣と社会環境の変化に伴い、今後も患者数や予備群者は増加していくこと

が予測されます。糖尿病の初期は自覚症状がないため軽視されやすく、放置する

ことで合併症を引き起こし将来生活の質の低下に関わります。 

また、脳卒中や心疾患の発症を促進することも知られており、糖尿病は循環器

疾患とならび「動脈硬化」につながる病気といえます。 

特定健診・特定保健指導は、これらの循環器病や糖尿病につながる「内臓脂肪」

に着目した健診です。生活習慣の見直しと改善を図るように指導を行うことで

メタボリックシンドロームの解消を目指し、最終的には生活習慣病と医療費の

減少を目的とし実施しています。 

各世代が、健診結果を上手に活かしながら肥満予防を心がけ、よい生活習慣を

定着させるために次のことをめざします。 

 
 
現状①▶特定健診結果では「メタボリックシンドローム」の全体割合が策定時 28.1％から

29.8％に増えています。男女別で見ると男性が多く、女性 16.6％に対し男性

40.8％でした。 

現状②▶「糖尿病の有所見者割合」についても策定時は 39.9％でしたが 62.4％まで増加

する結果となりました。 

しかし、糖尿病による透析患者の割合は減少していることから、町の健康課題とし

て長年取り組んできた糖尿病重症化予防の成果により、治療中の方の血糖コントロ

ールが比較的良好に保たれていると評価できます。 
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町民の活動指針、心がけること 

子
ど
も
若
者
世
代 

目標▶健康的な生活習慣を身につけよう。 

1.  積極的にからだを動かし、肥満を予防しましょう。 

2. 充分な睡眠をとるために早寝早起きを心がけましょう。 

3.  １日３食、栄養バランスのとれた食生活を身につけましょう。 

4.  塩分、糖分、油分の多いお菓子や清涼飲料水の摂り過ぎに注意しましょう。 

5.  野菜をたくさん食べましょう。 

6.  喫煙が血管を傷める原因のひとつになることを知りましょう。 

働
き
さ
か
り
世
代 

目標▶ ①健診結果を活かし、よりよい生活習慣を定着させよう。 

    ②治療中の病気の悪化防止に努めよう。 

1. 年１回は必ず特定健診を受けましょう。 

2. 適正体重を知りこまめに体重測定をし、肥満予防を心がけましょう。 

3. 健診結果の見方を知り、生活習慣改善を実践しましょう。 

高
齢
世
代 

目標▶治療中の病気の悪化防止に努め、健康寿命を延ばそう。 

1. 健診結果の見方を知り、生活習慣改善や医療に役立てましょう。 

2. 健康づくり教室など進んで参加しましょう。 

 
地域、組織団体の役割 推進主体 

・町と連携しメタボ対策を推進していきます。 

・職場の特定健診受診率と特定保健指導の利用率向上を目指します。 

・学校の児童生徒の健診後指導を徹底します。 

・減塩や栄養のバランス、野菜不足などの食の課題に対して、セミナー

や調理実習を開催し普及、啓発の活動に努めます。 

・特定健診の受診率が高まるように声かけをします。 

・運動指導やイベントを通して、運動や軽スポーツの普及に努めます。 

・高齢者の健康管理のための健康教室の機会を作ります。 

保健所 

職域、学校 

食生活改善推進協

議会 

保健委員協議会 

老人クラブ連合会

等 

 
 

行政の役割 具体的施策 

・特定健診受診率向上対策 

・特定保健指導利用率、終了率の向上

対策 

・未受診者の把握と受診勧奨 

・未利用者への利用勧奨 

・委託医療機関との連携 

・要指導者等への保健指導、健康相談

の充実 

・健診結果相談会、事後フォロー(家庭訪問等) 

・健康まつり、健康教室等の実施 

・若年層への生活習慣病予防の啓発 ・へルスアップ健診での健康相談、健康教育 

・広報やホームページ等での情報提供 
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60 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

・糖尿病治療者の健康管理指導の充

実 

・栄養士による栄養相談「健康アップ栄養相談」 

・糖尿病教室「糖コンチャレンジセミナー」 

・関係課等との連携 ・運動指導の充実と体育施設の利用拡大、充実に向

けた検討 

 

取り組みの指標と目標値 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

イ 循環器病・糖尿病・COPD 

29.死亡率の減少（人口１０万対） 
脳血管疾患 

心疾患 

（R2） 
158.5 
330.2 

現状維持 

30.国保受診率(１００人あたり)の減少 脳血管疾患 
心疾患 
糖尿病 
高血圧 

1.22 
2.19 
3.89 

18.23 

減少へ 

31.国保医療費(１人あたり)の減少 脳血管疾患 
心疾患 
糖尿病 
高血圧 

4，587 
 609 

1，132 
2，896 

減少へ 

32.高血圧の改善 

収縮期血圧 140 以上の者 
40～74 歳 
75 歳以上 

33.3％ 
56.1％ 

減少へ 

33.脂質（LDL コレステロール）高値 

（１６０㎎/dl 以上）の者の減少  
40～74 歳 
75 歳以上 

10.0％ 
5.7％ 

減少へ 

34.特定健診受診率の向上 全 体 64.4% 70% 

35.特定保健指導実施率の向上 全 体 64.7% 60% 

36.メタボリックシンドローム該当者およ

び予備群の減少 

全 体 
男 性 
女 性 

29.8% 
40.8% 
16.6% 

25% 
38% 
15% 

37.肥満割合の減少（ＢＭＩ基準を超える

者） 
男 40～64 歳 

65～74 歳 
49.6% 
36.0% 

減少へ 

女 40～64 歳 
65～74 歳 

28.9% 
28.8% 

減少へ 

38.糖尿病による透析患者数の減少 － 13 人中 4 人 減少へ 

39.糖尿病治療継続者の増加 
40 歳以上 
継続治療者 

（R2～4）
98.8％ 

現状維持 

40.血糖コントロール不良者の減少 

（ＨｂA１c8.0 以上の者の割合） 
健診受診者 1.1％ 減少へ 

41.糖尿病検査有所見率の減少 － 62.4% 30% 

42.ＣＯＰＤの死亡率（人口 10 万対） 全年代 
（R3） 
26.5％ 

減少へ 
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（３）生活機能の維持・向上 

 健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病（NCDｓ）の予防とともに、心

身の健康を維持し、生活機能を可能な限り向上させることが重要であることか

ら、各世代において心身機能の維持及び向上につながる対策に取り組みます。 

 国が現在力を入れている「スマート・ライフ・プロジェクト」では「健康寿

命をのばそう！」をスローガンに国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽し

く毎日が送れることを目標としています。プロジェクトに参画する企業・団体・

自治体と協力しながら、運動、食生活、禁煙、健（検）診の受診について具体

的なアクションの呼びかけを行い、更なる健康寿命の延伸を推進しています。 

ロコモティブシンドローム予防は健康寿命を延伸させるために重要な取り組

みであることから次のことに取り組みます。 

 

 

 

 
 
 
 

町民の活動指針、心がけること 

目標▶生活機能の向上のためにいきいきと自分らしく過ごしましょう。 

1.  骨粗しょう症検診を受けましょう。 

2. ロコモティブシンドローム予防を意識し、運動習慣を持ちましょう。 

3.  心の健康を意識し、ストレス解消法を見つけ、不安や悩みを抱えず相談しましょう。 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・職場の骨粗しょう症検診受診率の向上を目指します。 

・低栄養予防などのロコモティブシンドローム予防に対して、セミナ

ーや調理実習を開催し普及、啓発の活動に努めます。 

・ロコモティブシンドローム予防に着眼した運動メニューを検討して

いきます。 

・高齢者の健康管理のための健康教室の機会を作ります。 

保健所、職域 

食生活改善推進 

協議会 

老人クラブ連合会

等 

行政の役割 具体的施策 

・骨粗しょう症検診受診率の向上

対策 

・未受診者の把握と受診勧奨 

・委託医療機関との連携 

・ロコモティブシンドローム予防

の取組 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 
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評価指標と目標値 
 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

（３）生活機能の維持・向上 

43.ロコモティブシンドロームの減少 

足腰に痛みのある高齢者の人数 
要介護者のうち 

筋・骨格の有病者 
50.7％ 減少へ 

44.骨粗しょう症検診受診率の向上 40 歳以上 女性 23% 25% 

45.心理的苦痛を感じているものの割合 

（K6 の合計得点が 10 点以上の者の 

減少） 

全年代 男性 
    女性 

今後調査 減少へ 
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３ 社会環境の質の向上 
 

（１）社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上 

生涯自分らしくいきいきとした生活を過ごすには、健康につながる生きがい

を見つけ、ストレスに対する対処方法やうつ病予防の知識を身につけること、

さらに個人、家庭、地域がお互いに支え合うことが必要です。 

毎年自殺者が絶えず、あらゆる世代でうつ病や気分障害が顕在化しているこ

とから現代社会において「こころの健康」は重要なテーマといえます。 

また、コミュニティの希薄化が懸念されている中で、地域のつながりは健康

によい影響をもたらし自殺の減少にも効果があると言われており、今後健康づ

くりを通じたコミュニティのあり方や活性化について検討していく必要があり

ます。 

地域のつながりの強化はまさに、健康づくりに貢献するといえます。 

 これまで同様、住民が楽しく健康づくりに主体性を発揮するためには(自助)、

家庭や地域のつながりを持ち(共助)、行政がそれを支援していくこと(公助)が大

切です。また、地域において健康格差が生じないよう各地域の「地域力」「組織

力」が高まることが望まれます。 

 

現状①▶ひどい落ち込みやうつ傾向になったことがある人の割合は、全体の３割にのぼ

ります。全体としては女性が高い傾向にあり、年代別で見ると 20 代女性、30 代

男女で悪化しています。特に 20 代女性は策定時 46.9％から 56.3％、30 代男

性は 28.3％から 64.7％に増加しており、若い年代で気持ちの落ち込みやうつ傾

向になる人が増えています。 

現状②▶ストレスを処理できていない人の割合も増え、男性策定時 23.6％から現在

24.5％、女性策定時 25.0％から現在 28.9％となりました。 

現状③▶昭和 53 年から開始された町内会開催の健康体力づくりのつどい（健康まつり）

は、新型コロナ感染症対策のため令和元年から令和４年まで、ほとんどの町内会

で開催できませんでしたが、令和５年度に再開しています。食生活改善推進協議

会をはじめとする組織団体の普及啓発や、世代を超えて交流するよい機会として

受け継がれています。 
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第３章 計画の目標及び施策 

 

 

行政の役割 具体的施策 

・自殺対策事業の実施 

 

・保健所、精神保健センター等関係機関との連携 

・ゲートキーパー（心のサポーター）養成講座の実施 

・個別ケア会議、自殺対策連絡会議 

・うつ病や自殺の心配のある人の早

期把握と早期対応 

 

・産婦の産後うつスクリーニングテスト 

・70 歳高齢受給者証交付時うつチェックリスト 

・こころの健康づくりに関する相談体制の充実 

・うつ病予防の普及、啓発 ・健康まつり、こころの健康づくり講演会などによる

啓発、広報やホームページ等での情報提供 

 
 
 

町民の活動指針、心がけること 

目標▶生活機能の向上のためにいきいきと自分らしく過ごしましょう。 

１．地域の行事や健康づくり活動に関心を持ち進んで参加しよう。 

２．自分に合ったストレスの対処方法を見つけましょう。 

３．一人で悩まず、身近な人に相談しましょう。相談機関を知り、うつ病予防に早めに

対応しましょう。 

４．周りに悩んでいる人がいたら声をかけ、学校、家庭、職場、地域で見守っていきま

しょう。 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・こころの健康に関する専門相談機関として、町と連携しうつ病予防

や自殺対策を推進していきます。 

・健康まつりや町内会の行事等の活性化に努め、組織団体の活動を支

援していきます。 

・子育てや介護、健康問題などに悩んでいる人に声をかけ、虐待など

の防止に努めるとともに、相談しやすい関係づくりに努めます。 

・メンタルへルスの理解を深め、快適な職場環境づくりに努めます。 

・メンタルへルスケアの教育を進めるとともに、子どもの悩みに対応

できる相談体制の充実を図ります。 

・老人クラブ事業やサロンを通して高齢者の集まれる機会を作りま

す。また、高齢期のうつ病について理解を深めるための研修に積極

的に参加します。 

保健所 

地域、町内会 

民生委員協議会 

保健委員協議会 

職域、学校 

老人クラブ連合会 

       等 
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評価指標と目標値 
３ 社会環境の質の向上 

（１） 社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上  

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

46.地域の人々とのつながりが強いと思う

者の増加 
全年代  男性 

女性 
今後調査 増加へ 

47.公民館事業やボランティアなどの地域

活動に参加している高齢者の割合の増加 
全年代  男性 

女性 
今後調査 増加へ 

48.心のサポーター数の増加 
－ 今後調査 増加へ 

49.ひどい落ち込みやうつ傾向になったこ

とのある人の割合の減少 

全年代  男性 
女性 

26.1% 
32.7% 

20% 
30% 

50.ストレスが処理できない人の割合の 

減少 

男  性 
女  性 

24.5% 
28.5% 

15% 
15% 

 
 
 

～「健康体力づくりのつどい（健康まつり）」を 

地域づくりやコミュニティーの活性化に～ 

 

 三川町の各町内会で開催されている健康体力づくりのつどい（通称健康まつ

り）は、昭和５３年に国で「国民健康づくり運動」が提唱されたのをきっかけ

に、町内会単位で一斉に広まったもので、当時は１７町内会で開催され、延べ

約１，１００人ほどの参加があり、健康情報を得たり健康を考える町内会あげ

ての一大行事だったといいます。 

 四十余年たった今、健康情報も豊かになり人も忙しい時代となり、健康まつ

りの役割も変化していますが、今でも食生活改善推進協議会の健康食の伝達な

ど組織団体の普及活動の場や町の保健状況を伝える場として活用されている他

にも、育成会行事や防災訓練や芋煮会などとタイアップするなど、継続して実

施している町内会の中には、開催方法や内容を工夫し「伝統行事」「世代を超え

て交流する機会」としてつながりを大切にしているところもあります。 
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（２）自然に健康になれる環境づくり 

「居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり」は新たに目標に追加された項

目です。具体的には、道路や公園等の整備や利活用、滞在環境の向上となる取

り組みを通じて、地域住民の身体活動量の増加につながる取り組みを推進する

ものです。 

このまちづくりをめざし、社会全体として行政のみならず、関係機関、組織

団体の積極的な協力を得ながら環境整備について検討します。 

  

 

 

行政の役割 具体的施策 

・まちなかウォーカブル推進事

業の検討 

・まちづくりに関係する担当部署等との連携による検討 

・望まない受動喫煙の機会を減

少させる 

・健康まつり等での健康教育、講演会などによる啓発 

・町内企業、飲食店の実態調査と啓発活動 

・広報やホームページ等での情報提供 

※まちなかウォーカブル推進事業とは国土交通省が「居心地が良く歩きたくなるまちなか」
の形成を目指し、町の魅力を向上させまちなかににぎわいを創出させる市町村や民間事業
者によるまちづくりの取り組み。（緑地整備や都市再生整備、公共空間活用支援等） 
 
 

評価指標と目標値 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

（２）自然に健康になれる環境づくり 

51.「居心地が良く歩きたくなる」まちなか

づくりに取り組む市町村数の増加 

まちなかウォーカブル区域の設定 
— 

ウォーキング

コースの設定

（見直し） 

設定（見直し） 

52.望まない受動喫煙（家庭・職場・飲食店）

の機会を有する者の減少 — 今後調査 減少へ 

 

目

標 

▶「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに向けた検討 

 

地域、組織団体の役割 推進主体 

・「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりの検討 地域、町内会 

町内企業等 
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第３章 計画の目標及び施策 

（３）誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

「スマート・ライフ・プロジェクト活動企業・団体の増加」「健康経営の推進」 

「必要な産業保健サービスを提供している事業場の増加」が新たな目標として 

追加されました。スマート・ライフ・プロジェクトは、健康情報の発信や、食 

事、運動、健（検）診、禁煙の取り組みによって国民の健康づくりをサポート 

する厚労省の活動で、これに参画し活動する企業・団体を増やし活動を広げる 

ことを目指しています。また、健康経営に取り組む企業数や産業保健サービス 

を提供している事業数を増やし、従業員やその家族等が健康づくりのための環 

境にアクセスできる基盤を積極的に整備するために次の取り組みを検討します。 

 

目 

標 

▶誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備を支援します。 

 

 

※スマート・ライフ・プロジェクトとは健康情報の発信や、食事、運動、健（検）診、禁
煙の取り組みによって国民の健康づくりをサポートする厚労省の活動です。 

評価指標と目標値 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

（３）誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

53.スマート・ライフ・プロジェクト活動 

企画・団体の増加 － 今後調査 増加へ 

54.健康経営の推進（保険者とともに健康経営

に取り組む企業数の増加） － 今後調査 増加へ 

55.必要な産業保健サービスを提供している事

業場の増加（各事業場において必要な産業保健サ

ービスを提供している事業場の割合） 
－ 今後調査 増加へ 

地域、組織団体の役割 推進主体 
・行政と共同で誰もがアクセスできる健康増進のための基盤 

の整備を検討します。 

職域 

行政の役割 具体的施策 

・スマート・ライフ・プロジェクトの周知 ・ホームページ等での周知 

・町内企業、民間団体等健康経営の推進に取り組む企

業を支援します。 

・町内企業等の実態調査と情報提供 

・町内企業、民間団体等における産業保健サービスの

提供状況について把握と情報提供を行います。 
・町内企業等の実態調査と情報提供 
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第３章 計画の目標及び施策 

４ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

（女性の健康関連） 
 

ライフステージに特有の健康づくりやライフコースアプローチの取り組みと

して、特に子ども、高齢者及び女性についての取り組みが目標に追加されまし

た。 

幼少期からの生活習慣や健康状態は、将来の健康にも大きく影響を与えるた

め子どもの健康を支える取り組みを進めます。 

また、特に女性はライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するとい

う特性等を踏まえ、人生の各段階における健康課題の解決を図ることが重要で

あるため、「若年女性のやせ」「骨粗しょう症」等の健康課題、男性とは異なる

傾向にある飲酒及び妊婦に関する指標に取り組みます。 

指標は、各分野の項目を対象別に抜粋し構成しています。 

 

目 

標 

▶女性や子ども特有の健康課題を理解しましょう。 

▶健康づくりに取り組みます。 

 

 

 

地域、組織団体の役割 推進主体 
・女性や子ども特有の健康課題を理解し、町と連携し情

報提供と啓発を図ります。 

 

地域、町内会、職域、学校 

保健委員協議会 

食生活改善推進協議会 

行政の役割 具体的施策 

・女性や子ども特有の健康課題への理解を

図る 
・ホームページや広報等での情報発信 

・健康教育等での周知 

・「女性の健康づくり週間」に合わせた情報発

信やイベントの検討 

・女性の健康問題の相談体制の充実 ・健康相談の実施 

・産後うつ予防のチェックリストの実施、支援

体制の充実 

・母子保健推進員の育成 

・女性、妊産婦を対象とした健（検）診等

の充実 
・骨粗しょう症検診の実施 

・妊婦歯科健診の実施 
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69 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

２ 個人の行動と健康状態の改善  

（１）生活習慣の改善（食生活・栄養、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙、歯と口腔の健康） 

ア 食生活と栄養 

3.適正体重を維持するよう心がけて 

いる人の割合の増加 
20 代  女性 62.5% 増加へ 

30 代  女性 71.4% 増加へ 

40 代  女性 72.5% 増加へ 

50 代  女性 73.8% 増加へ 

60 代  女性 83.3% 増加へ 

70 代  女性 90.5% 増加へ 

全年代  女性 76.6% 90% 

4.児童・生徒における肥満傾向児の減少

（小学校５年生・中学校２年生） 
小学校 女子 14.2% 12% 

中学校  女子 11.3% 10% 

エ 飲酒 

16.毎日飲酒する人のうち多量飲酒者（３

合以上）の割合の減少 
全年代 女性 3.0% 0% 

17.適正な飲酒量（１合）を知っている人

の割合の増加 
全年代 女性 63.5% 70% 

18.睡眠を助けるためのアルコールを利用

する人の割合の減少 

 

20 代  女性 12.5% 減少へ 

30 代  女性 25.7% 減少へ 

40 代  女性 20.0% 減少へ 

50 代  女性 28.6% 減少へ 

60 代  女性 16.7% 減少へ 

70 代  女性 14.3% 減少へ 

全年代 女性 20.6% 減少へ 

オ 喫煙 

19.喫煙者の割合の減少 20 代  女性  12.5% 減少へ 

30 代  女性  14.3% 減少へ 

40 代  女性  10.0% 減少へ 

50 代  女性  9.5% 減少へ 

60 代  女性  1.7% 減少へ 

70 代  女性  0.0% 減少へ 

全年代 女性 7.5% 5% 

20.妊娠中の喫煙率 妊婦 3.0% 0% 

（３）生活機能の維持・向上 

44.骨粗しょう症検診受診率の向上 40 歳以上 女性 23% 25% 
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70 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

５ 取り組みの指標 
評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の実現 

１.健康寿命の延伸 
日常生活に制限のない期間の平均 

（平均自立期間） 
－ 

男性 78.6 才 

女性 84.8 才 
延伸へ 

２.健康格差の縮小 
日常生活に制限のない期間の縮小 

（平均寿命-平均自立期間） 

－ 
男性 1.1 才 

女性 2.8 才 
縮小へ 

２ 個人の行動と健康状態の改善  

（１）生活習慣の改善（食生活・栄養、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙、歯と口腔の健康） 

ア 食生活・栄養 

3.適正体重を維持するよう心がけている人の 
割合の増加 

20 代  男性 
女性 

66.7% 
62.5% 

増加へ 

30 代  男性 
女性 

64.7% 
71.4% 

増加へ 

40 代  男性 
女性 

64.3% 
72.5% 

増加へ 

50 代  男性 
女性 

78.4% 
73.8% 

増加へ 

60 代  男性 
女性 

81.6% 
83.3% 

増加へ 

70 代  男性 
女性 

70.8% 
90.5% 

増加へ 

全年代  男性 
女性 

72.8% 
76.6% 

80% 
80% 

4.児童・生徒における肥満傾向児の減少 
小学校５年生 
中学校２年生 

小学校  男子 
女子 

17.8% 
14.2% 

15% 
12% 

中学校  男子 
女子 

13.2% 
11.3% 

10% 

5.栄養バランスを考えている人の割合の増加 
男  性 
女  性 

77.7% 
86.8% 

30% 
50% 

6.朝ごはんを食べない人の割合の減少 小 学 生 （R5）1.0% 減少へ 

中 学 生 （R5）2.0% 減少へ 

20 代  男性 
女性 

13.3% 
18.8% 

減少へ 

30 代  男性 
女性 

5.9% 
14.3% 

減少へ 

40 代  男性 
女性 

0.0% 
15.0% 

減少へ 

50 代  男性 
女性 

13.5% 
7.1% 

減少へ 

60 代  男性 
女性 

4.1% 
5.0% 

減少へ 

70 代  男性 
女性 

4.2% 
0.0% 

減少へ 

全年代  男性 
女性 

6.0% 
9.3% 

減少へ 

7.夕食を夜 9 時以降に食べる人の割合の減 
（就寝 2 時間以内） 

男 性 
女 性 

15.8% 
12.7% 

 5％ 
10％ 
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71 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

8.就寝前に間食の習慣のある割合の減少 
（3 食以外間食） 

男 性 
女 性 

32.7% 
42.2% 

30％ 
35％ 

イ 身体活動・運動 

9.日常生活における歩数の増加 
１日の歩数の平均値 7，100 歩 

各年代  男性 
    女性 

今後調査 増加へ 

10.運動不足を感じている人の割合の減少 
全年代  男性 
       女性 

69.0% 
86.0% 

50％ 
60％ 

11.生活の中でいつも意識して体を動かしてい
る人の割合の増加 

20 代  男性 
女性 

20.0% 
12.5% 

増加へ 

30 代  男性 
    女性 

11.8% 
11.4% 

増加へ 

40 代  男性 
    女性 

9.5% 
12.5% 

増加へ 

50 代  男性 
    女性 

18.9% 
9.5% 

増加へ 

60 代  男性 
    女性 

26.5% 
26.7% 

増加へ 

70 代  男性 
    女性 

29.2% 
23.8% 

増加へ 

全年代  男性 
       女性 

19.6% 
16.8% 

30% 
30% 

12.特定健診受診者で１日３０分以上の運動を
週２回実施している人の割合の増加 

男 性 
女 性 

28.3% 
27.0% 

30% 
30% 

13.運動やスポーツを習慣的にしている子ども
の割合の増加(月１日以上運動している子ど
もの割合) 

小学校  男子 
女子 

（R5)  

88.2% 
83.9% 

90% 

ウ 休養・睡眠 

14.睡眠や休養がとれている人の割合の増加 
全年代  男性 
     女性 

78.8% 
70.5% 

 80% 

15.睡眠時間が十分に確保できている者の割合 
6～9 時間（60 歳以上 6～8 時間） 

全年代  男性 
     女性 

今後調査 増加へ 

エ 飲酒 

16.毎日飲酒する人のうち多量飲酒者（３合以
上）の割合の減少 

全年代  男性 
女性 

4.1% 
3.0% 

 0% 
 0% 

17.適正な飲酒量（１合）を知っている人の割
合の増加 

全年代  男性 
女性 

46.4% 
63.5% 

 50% 
 70% 

18.睡眠を助けるためのアルコールを利用する
人の割合の減少 

 

20 代  男性 
女性 

20.0% 
12.5% 

減少へ 

30 代  男性 
     女性 

29.4% 
25.7% 

減少へ 

40 代  男性 
     女性 

40.5% 
20.0% 

減少へ 

50 代  男性 
     女性 

48.6% 
28.6% 

減少へ 

60 代  男性 
     女性 

53.1% 
16.7% 

減少へ 

70 代  男性 
     女性 

50.0% 
14.3% 

減少へ 
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72 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

全年代  男性 
     女性 

44.0% 
20.6% 

減少へ 

オ 喫煙 

19.喫煙者の割合の減少 20 代  男性 
   女性 

13.3% 
 12.5% 

減少へ 

30 代  男性 
    女性 

23.5% 
 14.3% 

減少へ 

40 代  男性 
    女性 

28.6% 
 10.0% 

減少へ 

50 代  男性 
    女性 

24.3% 
 9.5% 

減少へ 

60 代  男性 
    女性 

32.7% 
 1.7% 

減少へ 

70 代  男性 
    女性 

8.3% 
 0.0% 

減少へ 

全年代  男性 
    女性 

24.5% 
7.5% 

20% 
5% 

20.妊娠中の喫煙率 妊婦 3.0% 0% 

カ 歯・口腔の健康 
21.歯周病を有する者の減少 

（歯周疾患検診受診者のうち） 
40.50.60.70 才 81.8％ 減少へ 

22.予防歯科で受診している人の割合の増加 
男  性 
女  性 

50.0% 
62.1% 

60% 
75% 

23.歯が原因で食べにくさがある人の割合の 
減少（50 歳以上） 

男  性 
女  性 

36.4% 
20.7% 

30% 
15% 

24.歯周疾患検診受診数（率）の増加 40,50,60,70 才 11 人 2.9% 10% 

２ 個人の行動と健康状態の改善  

（２）生活習慣病（NCDs）の発症予防・重症化予防（がん・循環器病・糖尿病・ＣＯＰＤ） 

ア がん 

25.死亡率の減少（人口１０万対） 悪性新生物 
（R2） 
343.4 現状維持 

26.国保受診率の減少(１００人あたり) 
国保医療費の減少(１人あたり) 

悪性新生物 
悪性新生物 

4.70 
  7，803 円 

減少へ 

27.がん検診受診率の向上 胃がん  
大腸がん 
肺がん 

子宮がん 
乳がん 

30.7% 
56.3% 
65.4% 
32.6% 
24.3% 

40% 
60% 
70% 
40% 
30% 

28.がん精密検査受診率の向上 胃がん 
大腸がん 
肺がん 

子宮がん 
乳がん 

71.7% 
77.7% 
84.3% 
85.7% 

100.0% 

80% 
80% 
90% 
90% 

100.0% 

イ 循環器病・糖尿病・COPD 

29.死亡率の減少（人口１０万対） 
脳血管疾患 

心疾患 

（R2） 
158.5 
330.2 

現状維持 

30.国保受診率(１００人あたり)の減少 脳血管疾患 
心疾患 

1.22 
2.19 

減少へ 
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73 健康づくり計画 

第３章 計画の目標及び施策 

評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

糖尿病 
高血圧 

3.89 
18.23 

31.国保医療費(１人あたり)の減少 脳血管疾患 
心疾患 
糖尿病 
高血圧 

4，587 
 609 

1，132 
2，896 

減少へ 

32.高血圧の改善 
収縮期血圧 140 以上の者 

40～74 歳 
75 歳以上 

33.3％ 
56.1％ 

減少へ 

33.脂質（LDL コレステロール）高値（１６０
㎎/dl 以上）の者の減少  

40～74 歳 
75 歳以上 

10.0％ 
5.7％ 

減少へ 

34.特定健診受診率の向上 全 体 64.4% 70% 

35.特定保健指導実施率の向上 全 体 64.7% 60% 

36.メタボリックシンドローム該当者および予
備群の減少 

全 体 
男 性 
女 性 

29.8% 
40.8% 
16.6% 

25% 
38% 
15% 

37.肥満割合の減少（ＢＭＩ基準を超える者） 男 40～64 歳 
65～74 歳 

49.6% 
36.0% 

減少へ 

女 40～64 歳 
65～74 歳 

28.9% 
28.8% 

減少へ 

38.糖尿病による透析患者数の減少 － 13 人中 4 人 減少へ 

39.糖尿病治療継続者の増加 
40 歳以上 
継続治療者 

（R2～4） 
98.8％ 

現状維持 

40.血糖コントロール不良者の減少 
（ＨｂA１c8.0 以上の者の割合） 

健診受診者 1.1％ 減少へ 

41.糖尿病検査有所見率の減少 － 62.4% 30% 

42.ＣＯＰＤの死亡率（人口 10 万対） 全年代 
（R3） 
26.5％ 

減少へ 

（３）生活機能の維持・向上 

43.ロコモティブシンドロームの減少 

足腰に痛みのある高齢者の割合 

要介護者のうち

筋・骨格の有病者 
50.7％ 減少へ 

44.骨粗鬆症検診受診率の向上 40 歳以上 女性 23% 25% 

45.心理的苦痛を感じているものの割合 

K6 の合計得点が 10 点以上の者の減少 

全年代 男性 

    女性 
今後調査 減少へ 

３ 社会環境の質の向上 

（１）社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上  

46.地域の人々とのつながりが強いと思う者の 
増加 

20 代  男性 
女性 

今後調査 増加へ 

30 代  男性 
女性 

今後調査 増加へ 

40 代  男性 
女性 

今後調査 増加へ 

50 代  男性 
女性 

今後調査 増加へ 

60 代  男性 
女性 

今後調査 増加へ 
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評 価 指 標 世  代 策定時（R4） 目標値  

70 代  男性 
女性 

今後調査 増加へ 

全年代  男性 
女性 

今後調査 増加へ 

47.公民館事業やボランティアなどの地域活動
に参加している高齢者の割合の増加 

60 代  男性 
女性 

今後調査 
60% 
60% 

70 代  男性 
女性 

今後調査 
60% 
60% 

48.心のサポーター数の増加 － 今後調査 増加へ 

49.ひどい落ち込みやうつ傾向になったことの
ある人の割合の減少 

20 代  男性 
女性 

20.0% 
56.3% 

減少へ 

30 代  男性 
女性 

64.7% 
54.3% 

減少へ 

40 代  男性 
女性 

21.4% 
32.5% 

減少へ 

50 代  男性 
女性 

29.7% 
31.0% 

減少へ 

60 代  男性 
女性 

20.4% 
23.3% 

減少へ 

70 代  男性 
女性 

16.7% 
9.5% 

減少へ 

全年代  男性 
女性 

26.1% 
32.7% 

20% 
30% 

50.ストレスが処理できない人の割合の減少 
男  性 
女  性 

24.5% 
28.5% 

15% 
15% 

（２）自然に健康になれる環境づくり 

51.「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづ
くりの推進 － 

ウォーキング 
コースの設定
（見直し） 

設定（見直し） 

52.望まない受動喫煙（家庭・職場・飲食店）
の機会を有する者の減少 

－ 今後調査 減少へ 

（３）誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備 

53.スマート・ライフ・プロジェクト活動 
企画・団体の増加 

－ 今後調査 増加へ 

54.健康経営の推進 
（保険者とともに健康経営に取り組む企業数
の増加） 

－ 今後調査 増加へ 

55.必要な産業保健サービスを提供している事
業場の増加（各事業場において必要な産業保
健サービスを提供している事業場の割合） 

－ 今後調査 増加へ 

 



（案） 
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第 1章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

   本町では、平成９年に地域保健法の制定により母子保健事業が市町村に

委譲になったことを受けて、より住民のニーズに沿った母子保健活動の充

実を図るために「三川町母子保健計画」を策定しました。 

平成１２年に国の国民健康づくり運動「健康日本２１」の策定を受けて、

平成１３年度に新たな「三川町母子保健計画～いきいき子育てプラン～」を

策定し、きめ細かい母子保健施策の推進を行ってきました。 

   今回、この計画の最終年度にあたり、健やかに産み育てられる環境の整備

を行い、具体的な行動につなげていけるよう新たな母子保健計画を策定し

ます。 

２ 計画の性格と期間 

 （１）計画の性格 

今回策定する母子保健計画は、健康づくり計画に統合した計画とします。 

これまでの計画を継承・発展させていくという基本的な考えのもとに、「第

4 次三川町総合計画」及び「子ども・子育て支援事業計画」と整合性を保ち

ながら策定するものです。 

 

 （２）計画の期間と進行管理 

   この計画の期間は、健康づくり計画と合わせ令和６年度から令和１７年

度までの１２年間とします。令和１１年度には中間評価を行います。 

３ 計画の基本理念 

   第４次三川町総合計画の分野別施策である、「子育てしやすいまちづくり

の推進」「誰もが健康で幸せに過ごせる共生社会の実現」に沿って、「安心し

て子どもを産み、子育ての喜びを実感できるまちづくり」を目指します。 

４ 計画の策定方法 

 （１）計画の策定体制 

   専門的な立場からの意見や住民の要望等を反映させるために、「健康・体

力づくり推進協議会」において協議、検討を行い作成しました。 

 

 （２）母子保健に関するアンケート調査の実施 

現在子育てをしている就学前の子どものいる家庭を対象に、子育てに関す

る意識についてアンケート調査を実施しました。 
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第２章 母子保健を取りまく現状と課題 

１ 人口動態 

（１）出生 

出生率の推移を見ると、多少の増減はあるものの年々減少傾向にあり令和２

年に出生数５６人、出生率７．４と近年で最も低くなりました。 

しかし、１人の女性が生涯に産む子どもの数を示した「合計特殊出生率」は、

県、全国と比較してもとても高い水準にあります。また、県、全国と比較して

第４子の出生が多いことも特徴です。 

 

出生率の年次推移                                    出生率：人口千人あたり 

  Ｈ25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

出生数

（人） 
三川町 60 64 71 72 61 69 62 56 59 

出生率 

（％） 

三川町 7.8 8.4 9.2 9.4 8.0 9.1 8.2 7.4 7.8 

山形県 7.2 7.1 7.0 6.8 6.6 6.4 6.0 5.9 5.6 

全 国 8.2 8.0 8.0 7.8 7.6 7.4 7.0 6.8 6.6 

合計特殊 

出生率 

（％） 

三川町 1.87 2.24 2.17 2.11 2.04 2.25 2.09 1.69 1.91 

山形県 1.47 1.47 1.48 1.47 1.45 1.48 1.4 1.37 1.32 

全 国 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33 1.30 

 

出生状況                             単位：人（％） 

 第 1 子 第 2 子 第 3 子 第 4 子 第 5 子 計 

H27 年 36（50.7） 20（28.2）  8（11.3） 1（1.4） 0（0.0） 71 

H28 年 28（38.9） 27（37.5） 13（18.1） 4（5.6） 0（0.0） 72 

H29 年 28（45.9） 27（44.3） 4（ 6.6） 2（3.2） 0（0.0） 61 

H30 年 28（40.6） 27（39.1）  9（ 4.3） 5（7.2） 1（1.4） 69 

R 1 年 22（35.5） 26（41.9） 11（17.7） 3（4.8） 0（0.0） 62 

R 2 年 27（48.2） 23（41.1） 5（ 8.9） 1（1.8） 0（0.0） 56 

R 3 年 21（35.6） 24（40.7） 11（18.6） 2（3.4） 1（1.7） 59 

資料：山形県保健福祉統計年報 

 

（２）新生児、乳児死亡 

新生児死亡は平成３年以降出ていません。 

乳児死亡は平成２７年に１人出ていますが、H２８年以降は出ていません。 

 



 

77 
 

77 母子保健計画 

第２章 母子保健をとりまく現状と課題 

（３）死産 

 人工死産は令和２年に２人、自然死産は平成２９年、令和元年、令和２年に 

１人出ています。 

率：出産千対（県） 

 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 R2 年 R3 年 

死産（総数） 0（165） 1（159） 0（148） 1（147） 3（119） 0（247） 

人工死産 0（83） 0（69） 0（71） 0（71） 2（53） 0（98） 

自然死産 0（82） 1（90） 0（77） 1（76） 1（66） 0（52） 

資料：山形県保健福祉統計年報 

 

 

（４）婚姻・離婚 

婚姻率は、この１０年間県よりも低い率で推移していますが、令和３年は県よ 

り高くなりました。 

離婚率は年度によりばらつきはありますが、令和２年、令和３年は県より高

い率となりました。 

 

率：人口千対（県） 

 H22 年 H29 年 H30 年 R1 年 R2 年 R3 年 

婚姻 
3.8 

（4.4） 

3.1 

（3.9） 

4.1 

（3.7） 

3.4 

（3.8） 

2.9 

（3.3） 

3.6 

（3.2） 

離婚 
2.08 

（1.62） 

1.83 

（1.33） 

1.19

（1.37） 

0.93

（1.34） 

1.45

（1.28） 

1.85

（1.18） 

資料：山形県保健福祉統計年報 
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２ 母子保健施策の重点事項の現状と課題 
（１）妊婦健康診査結果 

 妊婦初期と後期ともに、尿蛋白や尿糖等で要経過観察、貧血で要治療となる妊

婦がいます。妊娠後期には１９．４％が治療を必要としています。 

 

（２）エジンバラ産後うつ質問票実施結果 

 令和元年度には三川町母子健康包括支援センターを設置し、併せて「産前・産

後サポート事業」「産後ケア事業」の実施と体制整備を行い、相談支援体制の強

化を行いました。これにより、年度によりばらつきはありますが、ハイリスク産

婦の割合の減少へつながったものと思われます。 

 

年 実施人数 ハイリスク者数（％） 
ハイリスク者のうち  

経過観察中の者( 再掲 ) 

R２年 ５６ ６（８．２） (１) 

R３年 ５５ ２（３．６） (１) 

R４年 ４４ ３（６．８） (１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ４年度 妊婦健康診査状況 (抜粋)               単位：件（％） 

 異常なし 要経過観察 要精密検査 要治療 

初期（妊娠１２週頃） ２３（63.9） １４（38.9） ０（0） １（2.8） 

後期（妊娠３０週頃） １３（41.9） １４（38.7） ０（0） ６（19.4） 

                                 妊婦健康診査受診票集 
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（３）１歳６か月児健診および３歳児健診結果（R４年度） 

 近年、１歳６か月児、３歳児ともに精神発達(言葉の遅れや、多動・自閉傾向

などの情緒面)で経過観察となる児が多い傾向にあります。身体発育では基礎疾

患があり経過観察や治療をしている児がいるほか、健診にて疾患が疑われ要精

密検査や要治療となる児もいるため、専門機関へつなぐ等のフォロー児への適

切な対応が重要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）むし歯の状況 

 １歳６か月児ではむし歯のあるお子さんはほとんどいませんが、３歳６か月

では１０％弱のお子さんにむし歯があります。なお、年度によりばらつきはあり

ますが幼稚園（５歳児）になるとむし歯が増える傾向にあります。 
 

①むし歯保有率                         単位：％ 

 

②１人あたりむし歯本数                    単位：本数  

 1 歳６か月 ２歳６か月 ３歳６か月 幼稚園（５歳児） 

Ｒ２ ０．０ ０．０ ７．２ ４７．１ 

Ｒ３ ０．０ ３．６ ５．３ ２７．０ 

Ｒ４ ０．０ ５．０ １０．５ １０．０ 

管内（Ｒ２） ０．６８  １１．６  

 1 歳６か月 ２歳６か月 ３歳６か月 幼稚園（５歳児） 

Ｒ２ ０．０ ０．０ ０．１３ ０．８１ 

Ｒ３ ０．０ ０．１２ ０．１６ ０．５０ 

Ｒ４ ０．０ ０．９０ ０．３９ ０．２９ 

管内（Ｒ２） ０．０７  ０．３５  

単位：人 

 区分 
問題 
なし 

要指導 
経過 
観察 

要精密 
検査 

治療中 内訳 

１
歳
６
か
月
児 

身体発育 ４６ ０ ７ １ ９ 発１１、疾１３ 

精神発達 ５８ ０ ６ ０ １ 言５、情 １ 

視力 ５５ ０ ０ ０ ０  

聴力 ５５ ０ ０ ０ ０  

３
歳
児 

身体発育 ５１ ０ ２ １ ３ 発３、疾 ３ 

精神発達 ４４ ０ ９ １ ３ 言５、情 ８ 

視力 ４７ ０ ４ ５ １ 斜視２、他４ 

聴力 ６２ ０ ３ ０ ０ 中耳炎１、他２ 

※発：発育、疾：疾患、言：言葉、情：情緒、他：その他 
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（５）幼児生活リズム 

 最近の傾向として、夜２２時以降に寝るお子さんが２割を占めています。 

理由としては、両親が仕事で多忙なため大人の生活リズムに合わせなければな

らず遅寝になる家庭が多い印象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）日中の保育者               

 日中の保育者は４か月児健診時には、母親が最も多く９７．８％ですが、１

歳６か月児健診時になると、保育園が８１．５％となり、３歳６か月児健診で

は保育園が９４．７％と、ほとんどのお子さんが保育園に入園していることが

わかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R４年度 ３歳児健診問診票より         単位：％ 
 時間区分 ３歳 

起床時間 

～７時未満 ５７．９ 

７時～７時半まで ３８．６ 

７時半以降 ３．５ 

就寝時間 

～２１時以降 ５．３ 

２１時～２２時まで ７３．７ 

２２時以降 ２１．０ 

 

 Ｒ４年度 乳幼児健診問診票より        単位：％ 

 母 親 祖母等 保育園 

４か月児 ９７．８ ０．０ ２．３ 

１歳６か月児 ９．２ ７．７ ８１．５ 

３歳６か月児 １．８ １．８ ９４．７ 

 



     保健委員（母子保健推進員）活動 
～行政と地域（各家庭）の健康づくりのかけ橋となる～ 

健康問題の把握及び活動報告、健診案内・予防接種案内通知書の配付や参

加呼びかけ、すこやか歯科健診エプロンシアターでむし歯予防啓発、「マタ

ニティライフ」「こんにちは１歳」の配布、託児協力、母子保健事業のPR  

 

 

障害を持つ児などフォローの必要な児への対応 

① 訪問指導                 

② 関係機関の紹介 

児童相談所・家庭児童相談室・県立こども医療療育センター庄

内支所医療機関・心身障害児通所施設・鶴岡養護学校・酒田特

別支援学校・言葉の教室       

③ 庄内地域療育連絡会  

④ 町の子ども情報交換会（ 保健､福祉､教育委員会 ) 
 

●伴奏型相談支援 
出産・子育て応援給付金 

伴奏型相談支援では、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる相

談支援体制を整備します。面談は、妊娠期届出時・妊娠８か月頃・出産届出時から

こんにちは赤ちゃん訪問事業までの間の計３回を実施し、妊娠期から子育て期にわ

たり切れ目なく寄り添いながら、継続的に支援します。出産・子育て応援給付金で

は、妊娠届出時及び出生届出後の合計１０万円相当とし、全ての妊産婦を経済的に

サポートします。 

●妊婦歯科健康診査 

妊娠中はつわりやホルモンなどの影響で、口腔内のトラブルが多くなると言われて

います。妊婦の歯と口腔内の健康は赤ちゃんのすこやかな成長につながることから

も、妊娠中の歯科健診をおすすめします。費用は無料で、対象は令和 5 年 4 月 1

日以降に母子健康手帳の交付を受けた妊婦さんになります。 

●新生児聴覚検査費助成事業 

新生児聴覚検査は生まれて間もない赤ちゃんの耳の聞こえを調べるものです。耳の

聞こえにくさは気付かれにくいことから新生児期に検査を受けることをおすすめ

します。上限3,500 円を助成額とし、令和5 年4 月1 日以降に生まれたお子さ

んが対象になります。 

 

 

三 川 町 母 子 保 健 活 動 体 系 
～心身ともにすこやかな子どもを生み育てるために、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を目指して～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伴奏型相談支援 
出産・子育て応援給付金 

 

母子健康手帳交付 
妊婦健康相談 

妊婦健康診査 
 

 

こんにちは赤ちゃん

事業（乳児全戸訪問） 

養育支援訪問 

 

４か月児健診 
７か月児育児相談 

乳幼児発達相談 
支援事業 
 

１歳6 か月児健診 

とフッ素塗布 
すこやか歯科健診 

とフッ素塗布 
(２歳児) 

３歳児健康診査 
とフッ素塗布、 

発達相談 

・健やかな子を産

み育てるための

健康管理の啓発

と相談 

・妊婦一般健康診査 
（14回） 
・HTLV-1抗体検査 
・子宮頸がん検査 
・クラミジア抗原検査 
・超音波検査（４回） 
 

・発育発達確認 

・養育者の育児不安への

相談、指導 

・母親の産後の健康管理 

・予防接種のすすめ  
 

 

 

・予防接種のすすめ 

・すくすくトーキング 

・離乳食指導 

・スキンケア教室 

・よい歯の学習会 

・事故防止の啓発 

・たばこの害の啓発 

・心身の発達のチェッ
ク（運動･情緒･言葉
等） 

・よりよい食生活と生
活習慣の確立へ向
けての指導 

・（ブックスタート事
業） 

 

・むし歯予防の啓発 

・よりよい食生活と

生活習慣の確立へ

向けての指導 

 

・心身の発達チェック

と指導、相談の充実 

・よい生活習慣の確立

のための指導 

・むし歯予防の啓発 

 

障害児を持つ親の会（ドレミの会） 

 ※マタニティライフの配付 
 

妊産婦訪問指導 
（ハイリスク妊婦） 

 ※「こんにちは1 歳」の配付 

関 係 組 織 ・ 団 体 

町の母子保健問題の共通理解をはかり問題解決へつなげる 

◆保健委員協議会     ◆民生児童委員協議会 

◆食生活改善推進協議会  ◆保育園・幼稚園保護者会         

◆子ども会育成会     ◆小中学校PTA 

◆子育てサークルポップコーン ’ｓ ◆スマイルキッズ 

 
 

 

思春期   妊 娠 期    出  生      乳  児  期           幼   児   期             就学  

定 期 予 防 接 種 
BCG、四種混合、麻疹・風疹（MR）、日本脳炎、 

ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、B 型肝炎、ロタウイルス
 

 

行 政 関 係 機 関 
◆保健所、児童相談所、乳児院、家庭児童相談室  

◆社会福祉協議会    ◆子育て支援センター  

◆福祉係、教育委員会       ◆保 育 園  

◆医療機関            ◆幼 稚 園     

◆県立こども医療療育センター  ◆小・中学校 

 

※赤ちゃんとのふれあい体験学習 
 

おやこクッキング 

（５歳児） 

風しん予防接種費用助成事業 

 

特定不妊治療費助成事(山形県) 

 

連携・協力 

産前・産後サポート事業 

産後ケア事業 

・母乳ミルク相談会 

・ベビーマッサージ 

・ベビー・ママヨガ 

・プレママ教室～おなか

の中から始まるまるまる

子育て～ 

 

・すくすく相談会 

 

★目玉事業 

要フォロー児 
支援体制 

新生児聴覚検査費助成事業 

 

妊婦歯科健康診査 
 

産後ケア事業（デイサー

ビス型、宿泊型、訪問型） 
離乳食教室 

(新規) 

第２章 母子保健を取りまく現状と課題 

令和５年度 三川町母子保健体系 
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第２章 母子保健を取りまく現状と課題 

３ 最終評価の概要 

母子保健計画～いきいき子育てプラン３～ 

（平成２４～令和５年度） 
  

 

平成９年に策定された母子保健計画は、国の「健やか親子２１」の策定を受けて

平成１３年度に新たに「母子保健計画～いきいき子育てプラン～」として策定され

ました。  

現在の第３次計画では、「豊かな母性を育み、健やかな妊娠・出産を迎えるため

の支援」「親子が健康で元気にいきいきと育ち合うための支援」「のびのびと心豊か

に安心して子育てができる環境づくり」の３つを目標の柱として、全 25 項目に取

り組みました。 

目標達成と順調な改善をあわせて１７項目で成果が見られ、８項目は大きな改善

がありませんでした。 

母子を取りまく環境は多様化し、健康課題も複雑化しています。これらの課題を

解決するため、国では子育て包括支援センターの設置を進めてきました。 

町では、令和元年度に妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行うワンスト

ップ拠点として、母子健康包括支援センターを設置しました。 

母子健康包括支援センターでは、妊娠期から子育て期に関する総合相談窓口を開

設し、随時相談に対応し、またこれまで実施していた母子保健事業と一体的に、産

前・産後サポート事業として各種相談会や勉強会、妊婦、産婦の交流の場づくりな

ど新たな事業に取り組んできました。さらに、医療機関と連携し新たに産後ケアの

体制を構築するなど、様々なニーズに合わせた支援の実現を図ってきました。 

加えて、妊婦健康診査の充実や妊婦歯科健診の開始など、妊娠中の健康管理の充

実にも取り組んできた成果もあり、妊婦健康診査の受診率は１００％を達成してい

ます。幼児期のむし歯保有率（３歳児）については、策定時 24.2％から 10.5％

と大幅に改善しており、保護者と共にむし歯予防に取り組んできた成果と言えます。 

一方で、母子保健計画の重点目標であった妊娠中の飲酒と喫煙は目標を達成できま

せんでした。 

 現在、親のライフスタイルの変化等により幼児期の生活リズムの乱れが課題とな

っています。生活リズムは子どもの心身の成長発達に大きな影響を与えることから

今後も重点的に取り組む必要があります。 
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表１ 分野別成果指標の達成度 

分野 

評価区分別項目数 

A 

達成 

Ｂ 

改善 

C 

変化 

なし 

D 

悪化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

１豊かな母性を育み、健やかな妊娠・

出産を迎えるための支援 
６ １ １   8 

２親子が健康で元気にいきいきと育ち

合うための支援 
６  6   １２ 

３のびのびと心豊かに安心して子育て

ができる環境づくり 
3 1 1   5 

 
１５ 2 8  1 ２５ 

 

表２ 指標の評価基準 

評価区分 評価 基準 

A 目標達成（80％以上） 目標に達している 

B 改善（70％以上） 目標には達していないが改善している 

C 
改善ベース小・変化なし（50～

60％） 
目標到達ペースを下回っている 

D 悪化（49％以下） 目標達成ペースから大幅に遅れている 

E 評価困難・廃止 
設定した指標または把握方法が異なるため

評価困難または廃止 
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表３ 分野別成果指標の達成度（詳細） 

分野 

評価区分別項目数 

A 

達成 

Ｂ 

改善 

C 

変化 

なし 

D 

悪化 

E 
評価困難 

廃止 

計 

１豊かな母性を育み、健やかな妊娠・出産

を迎えるための支援 
６ １ １   8 

１.ふれあい体験学習の実施 ●      

２.妊娠 11 週までの妊娠届け出率 ●      

３.妊婦健康診査の受診の徹底 ●      

４.妊娠中の歯科健診受診率 ●      

５.妊娠中の喫煙率、飲酒率ゼロ  ●     

６.妊娠中に不安のある妊婦の割合   ●    

７.妊娠中の不安が解消された妊婦の割合 ●      

８.母子健康管理指導事項連絡カードの周知 ●      

２親子が健康で元気にいきいきと育ち合う

ための支援 
６  ６   12 

９.EPDS（産後うつ質問票)陽性率（9 点以上） ●      

10.正期産における低出生体重児の割合   ●    

11.う歯保有率 ●      

12.5 歳児のう歯保有率 ●      

13.フッ素塗布の実施率   ●    

14.就寝時間 22 時以降の児の割合   ●    

15.児の欠食率   ●    

16.食育に関する学習会の継続（おやこクッキ

ング） 
●      

17.「食育」の言葉と内容を知っている親の

割合 

  ●    

18.母から見た父の育児参加率 ●      

19.母から見た父の子どもへのかかわりの満

足度 

  ●    

20.子育てに自信がないと感じる母親の割合 ●      

３のびのびと心豊かに安心して子育てがで

きる環境づくり 
3 1 1   5 

21.事故防止をしている親の割合 ●      

22.両親の子どもと同室での喫煙率 ●      

23.心肺蘇生法を知っている親の割合  ●     

24.自分の行為が虐待と感じる時がある親の

割合 

●      

25.保健委員を知っている親の割合   ●    

計 15 2 8   25 
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４ 基本目標の評価 
 

１ 豊かな母性を育み、健やかな妊娠・出産を迎えるための支援  
 

（１）思春期における健康づくり 

思春期の児童・生徒を対象として、生命の尊厳や健全な母性・父性を育むため、 

学校等と連携を図り思春期ふれあい体験学習の実施を継続してきました。 

新型コロナウイルス感染症対策のため実施できない期間はありましたが、令和５ 

年度にはすべての小学校で実施することができました。 

また、学校と町が抱えている健康問題をそれぞれ共有し、各学校保健委員会、学

校保健協議会の場で、地域保健の立場から情報提供を行い、問題の共通理解を図っ

てきました。 

 

 

（２）妊娠中の不安の軽減と健康管理の充実 

 妊婦との最初の重要な接点として母子健康手帳交付時の相談指導を行い、基礎疾

患等を持つハイリスク妊婦等や不安を抱える妊婦の把握に努め、医療機関等との連

携を強化し早期に支援を開始できるよう体制を構築してきました。  

また、妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査費の助成回 

数の拡充を行い、健診結果を活用し、貧血、早産、妊娠高血圧症候群などの把握に

取り組み予防活動の推進に務めました。さらに令和５年度からは、妊娠中の口腔内

の健康管理と子どもの歯の健康への意識を高めるため、妊婦歯科健康診査を開始し

ました。 

加えて妊娠・出産に関する正しい情報の提供と、妊娠中の喫煙や飲酒がもたらす

胎児への影響について、母子手帳交付時面談や妊娠中期などの機会を捉え指導を行

い、また妊娠中も安心して仕事ができるよう母性健康管理指導事項連絡カード等の

制度の周知も行いました。アンケート結果では、母性健康管理指導事項連絡カード

の認知度は、策定時 41.7％から 44.1％に増加しています。 

このように、産前・産後サポート事業や伴走型相談支援を通して、妊婦の不安の

軽減に努めてきたことから、アンケート結果において、妊娠中の不安が解消され 

た妊婦の割合は策定時の 83.5％から 95.6％と増加しています。 
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２ 親子が健康で元気にいきいきと育ち合うための支援  

 

（１）産後の心身の健康管理の支援 

産後うつ病の予防及び早期発見のため、乳児全戸訪問事業を行い、母親支援の充 

実を図ってきました。また、長期里帰り者には里帰り先の市町村と連携し家庭訪問 

を行ってきました。退院後に支援が必要な産婦については、「産褥婦
さんじょくふ

等の育児不安 

に関する連絡票」を活用し医療機関と連携し早期支援に努めてきました。 

それにより、産後うつ質問票陽性率は策定時 13.8％から 9.1％まで減少し、目

標を達成しました。 

 
 

（２）乳幼児の発育発達に応じた健康管理の充実 

 乳幼児健康診査では、発育発達の確認と疾病の早期発見に努め、きめ細かな対応 

を心がけてきました。また、未受診者については、未受診の理由や子どもの状況把 

握を行い、個に応じた適切な対応を図ってきました。 

発達が気になる子どもへの対応として、現在、健診時に心理相談や言葉の相談 

等の専門職を配置し、健診結果から経過観察が必要な子どもに対しては適切な時期

に訪問や相談専門機関への紹介などを行い、親や家族の関わりを支援してきました。 

 医療を必要とする子どもへの支援についても、医療機関や保健所等と連携し、医 

療機関からの連絡票を活用し早期に支援を開始できるよう努めてきました。 

幼児期のむし歯保有率を低下させるため、歯の生え始める時期に、歯科衛生士に

よる仕上げ磨きや正しい間食のとり方などの歯科保健指導や歯科健診時のフッ素

塗布事業を継続してきました。 

これらの取り組みの成果として、むし歯保有率は１歳半健診で０％、３歳児健診

では策定時 24.2％から 10.5％と大幅な改善が見られ、調査したすべての年代で

目標を達成しました。３歳児健診以降にむし歯保有率が高くなる傾向があることか

ら、今後も学校、幼稚園・保育園と連携しながら生活習慣を重視したむし歯予防に

取り組んでいく必要があります。 

また、予防接種の必要性についても啓発を行い適切な時期に接種できるよう支援 

してきました。乳幼児健診で接種状況を確認するとともに、未接種者への接種勧

奨を行い接種率の向上に努めてきました。 
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（３）よい生活習慣づくりの支援 

 幼児期は「生活習慣の基礎をつくる大事な時期」であることから、生活スタイル 

や家族背景を考慮し個に応じた指導を行ってきました。 

しかし、就寝時間が 22 時以降の子どもの割合（3 歳児）は、策定時 13.7％ 

から 21.0％と増加しています。 

よりよい食習慣づくりを目指し、乳児健診時に栄養士による離乳食指導と試食の

提供を行い、発育段階に応じた離乳食の進め方を支援してきました。また、健診や

子育て相談時にも個に応じた相談指導を行ってきました。 

 さらに、親子で体験できる食の学習会「おやこクッキング」を年 1 回継続して 

開催してきました。食育に関しては広報活動を行い、食育の普及・啓発に努めると 

ともに、食生活改善推進協議会で行っている食育活動を支援してきました。 

アンケート結果では、「食育」の言葉と内容を知っている親の割合が策定時より 

減少していたことから普及に努めていく必要があります。 

 
（４）育児不安の軽減 

 核家族が増加する中、母親が一人で不安を抱え込まないよう、乳児健診時や産 

前・産後サポート事業等で母親同士の交流や相談の機会の充実に努めてきました。 

専門的な支援が必要な親子については、関係機関（子育て支援センター・保育園・

幼稚園等）や専門機関（医療機関・保健所・児童相談所等）と連携し早期支援に努

めています。 

アンケート結果では、子育てに自信がないと感じる母親の割合は策定時 52.6％ 

から 41.8％と改善が見られており、相談支援体制整備の成果と言えます。 
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３ のびのびと心豊かに安心して子育てができる環境づくり  
 

（１）障害を持つ子どもへの支援 

 福祉サービスの利用や専門相談機関、訓練機関等について関係機関と連携し、適 

切な情報提供を行うとともに、よりきめ細かな相談や訪問指導を行い、障害を持つ 

子どもの家族支援を行ってきました。 

 平成１０年に「障害児を持つ親の会（ドレミの会）」を立ち上げ、定期的に交流

会を開催し、子どもの発育発達に沿った諸課題について情報交換を行い、仲間づく

りと悩みの軽減につなげてきました。今後も継続して交流会を開催し、個に応じた

福祉サービスの利用等を通して地域での障害を持つ子どもへの理解を目指す必要

があります。 

 障害を持つ乳幼児の場合、医療機関をはじめ療育訓練センターや児童相談所等の 

複数の機関を利用していることが多いことから、県主催の庄内地域療育連絡会を活 

用し関係機関との連携を図ってきました。また、児童福祉や学校教育等とも連携し 

ながら、切れ目のない支援に努めてきました。 

 

（２）乳幼児の安全・安心の確保 

 乳幼児の死亡原因の第１位は不慮の事故であることから、乳幼児健診等の機会を

通して、発達段階に応じた具体的な事故防止対策について啓発を行ってきました。 

 アンケート結果では、事故防止の対策をしている親の割合は策定時 85.7％から

92.3％となり、事故防止に対する保護者の意識の高さの定着がうかがえます。 

たばこの誤飲及び受動喫煙防止のため、両親や家族による子どもと同室での喫 

煙の害について啓発し、同じくアンケート結果では両親の子どもと同室での喫煙率 

は目標を達成しました。 

 
（３）組織の育成と活動支援 

    行政と地域の健康づくりのパイプ役として活動している保健委員は、母子保健推

進員も兼務し各種保健事業の紹介や健康問題の把握など地域に密着した活動をし

ています。地域で子育てを支援する母子保健推進員としての役割意識を高め、行政

と一体となって活動が展開できるように研修等の充実に努めてきました。 

     さらに、保健委員協議会の自主活動と連携し、より充実した母子保健事業の推進

に努めてきましたが、新型コロナウイルス感染症対策と活動内容の見直しにより、 

訪問活動や母子保健事業への協力が少なくなったことから、保健委員を知っている

親の割合は減少しました。 
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（４）子育てを支える体制の充実 

 各母子保健学習の中に積極的に母親同士の交流や意見交換の場を設け、育児不安

を軽減し安心して子育てができるよう支援してきました。 

発育発達や健康管理上、経過観察が必要な子どもや家庭環境に問題のある子ども 

については、教育委員会、児童福祉、学校、保育園・幼稚園と情報交換を行い、発

達状況や家庭環境等の把握に努め、共通理解を図り一貫した適切な支援が行えるよ

う努めてきました。 
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５ 目標別成果指標の達成度  

 

１ 豊かな母性を育み、健やかな妊娠・出産を迎えるための支援        

現状・重点施策 

（指標） 

策定時 

（H23） 

中間値 

（H28） 

目標値 現状値  

（R4） 

評

価 

▲1.ふれあい体験学習の 

実施 
年１回 

H27：6 年生 3 回 

・横山小 26 人  

・東郷小 13 人 

・押切小 26 人 

継続実施 

R4：6 年生 1 回 

・東郷小 16 人 
A 

●2.妊娠 11 週までの妊娠届

け出率 

 

H22：86.5％ 

庄内管内 82.1％ 

県 86.4％ 

(H27：90.6％ 

H26：庄内管内 89.2％ 

県 88.5％ 

90％ 91.9％ A 

●3.妊婦健康診査の受診の 

徹底 
H22：100％ H27：100％ 100％ 100％ A 

●4.妊娠中の歯科検診受診率 
50.0％ H27：54.0％ 増加へ 61.2％ A 

●5.妊娠中の喫煙率、飲酒率

ゼロ 

喫煙率 3.0％ 

飲酒率 10.6％ 

喫煙率 0％ 

飲酒率 0％ 
0％ 

喫煙率 0.9％ 

飲酒率 0.9％ 
B 

◆6.妊娠中に不安のある 

妊婦の割合 
50.8％ 47.4％ 減少へ 50.4％ C 

◆7.妊娠中の不安が解消 

された妊婦の割合 
83.5％ 87.9％ 増加へ 95.6％ A 

▲8.母子健康管理指導事項連

絡カードの周知 
41.7％ 43.4％ 増加へ 44.1％ A 
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２ 親子が健康で元気にいきいきと育ち合うための支援                          

現状・重点施策 

（指 標） 

策定時 

（H23） 

中間値 

（H28） 

目標値 現状値  

（R4） 

評

価 

●9.EPDS（産後うつ質問票)

陽性率（9 点以上） 
H22：13.8％ H27：14.1％ 10％ 9.1％ A 

●10.正期産における低出生

体重児の割合 
H22： 4.8％ 

H26：10.9％ 

H27： 1.4％ 
減少へ 5.7％ C 

●11.う歯保有率 

 （１歳半・３歳） 

H22 

1 歳半  1.8％ 

0.04 本 

3 歳  24.2％ 

0.91 本 

H27 

1 歳半  0％ 

   0 本 

3 歳 15.9％ 

  0.44 本 

 

1 歳半 0％ 

 

3 歳 20％ 

 

1 歳半  0％ 

0 本 

3 歳 10.5％ 

0.39 本 

A 

●12.う歯保有率 

（5 歳児） 

H22 63.5％ 

0.84 本 

H27 41.0％ 

1.39 本 
減少へ 

10.0％ 

0.29 本 
A 

▲13.フッ素塗布の実施率 H22 

 

全て 100％ 

 

H27 

1 歳半 100％ 

2 歳   100％ 

3 歳  93.5％ 

100％ 

 

1 歳半  95.4％ 

2 歳   76.2％ 

3 歳   93.0％ 

C 

◆14.就寝時間 22 時以降の

児の割合 

H22 

2 歳児 17.4％ 

3 歳児 13.7％ 

H27 

1 歳半   8.8％ 

3 歳児 25.4％ 

減少へ 

 

1 歳半  ― 

3 歳児  21.0％ 

C 

◆15.児の欠食率 Ｈ22 

2 歳児 2.2％ 

3 歳児 2.0％ 

― ― 

 

― E 

▲16.食育に関する学習会の

継続（おやこクッキング） 
年 1 回 

年長児 1 回 

東郷小 6 年生 1 回 
継続実施 

年長児 1 回 
A 

▲17.食育の言葉内容を知っ

ている親の割合 
56.0％ H27：53.6％ 増加へ 49.8％ C 

◆18.母から見た父の育児参

加率 
89.8％ H27：81.0％ 増加へ 96.5％ A 

◆19.母から見た父の子ども

へのかかわりの満足度 
72.2％ H27：69.7％ 増加へ 43.6％ C 

◆20.子育てに自信がないと

感じる母親の割合 
52.6％ H27：59.5％ 減少へ 41.8％ A 
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（注）● 保健水準の指標 …………… 達成すべき QOL（生活の質）を含む住民の保健水準を示

す取り組み 

◆ 住民自らの行動の指標 ……… 親子や各家庭での保健行動や生活習慣に関する指標と知

識・技術の学習の指標など、住民の一人ひとりの取り組み 

▲ 行政・関係機関の取り組みの指標 

             …… 事業の実施、サービスの提供、施設・整備など、資源・

環境に対して行政や関係機関、団体が寄与しうる取り組み     

 

３ のびのびと心豊かに安心して子育てができる環境づくり                      

現状・重点施策 

（指標） 

策定時 

（H23） 

中間値 

（H28） 

目標値 現状値  

（R4） 

評

価 

◆21.事故防止をしている親の 

割合 
85.7％ H27：87.6％ 増加へ 92.3％ A 

●22.両親の子どもと同室での 

喫煙率 

父  7.9％ 

母  2.3％ 

H27：父  4.7％ 

母  0.7％ 
減少へ 

父  5.3％ 

母  1.3％ 
A 

◆23.心肺蘇生法を知っている 

親の割合 

父 59.0％ 

母 60.2％ 

H27：父 56.9％ 

母 72.3％ 
増加へ 

父 58.3％ 

母 68.1％ 
B 

◆24.自分の行為が虐待だと 

感じる時がある親の割合 
24.8％ H27：25.9％ 減少へ 23.5％ A 

◆25.保健委員を知っている親の

割合 
81.2％ H27：82.1％ 増加へ 60.8％ C 
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第３章 母子保健計画の基本的考え方 

１ 計画の基本理念 

   町では、「第４次三川町総合計画」において、町の将来像を「あふれる笑顔 み

んなが住みやすい町 ハートフルタウンみかわ」とし、その施策の柱として「子

育てしやすいまちづくりの推進」「誰もが健康で幸せに過ごせる共生社会の実現」

を掲げており、次代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つことができる環境づ

くりと、子育てを社会全体で理解し支え合う地域づくりを推進することを目標と

しております。 

   また、「子ども・子育て支援法」「次世代育成支援対策推進法」に基づき策定し

ている「子ども・子育て支援事業計画」においては、子育て家庭を社会全体で支

援していくという考え方に基づき、子どもの健やかな未来を町全体で支え育てる

環境づくりを推進しております。 

   「三川町母子保健計画」は、これらの計画との整合性を図り、また、国の示す

国民健康づくり運動「健康日本２１」及び「すこやか親子２１」を踏まえながら、

「安心して子どもを産み、子育ての喜びを実感できるまちづくり」を基本理念と

し、母子保健の向上に向けて、住民・行政・関係機関が一体となってきめ細かな

母子保健事業の推進を図っていきます。 

   

  基本理念 

 

 

 

２ 計画の基本目標 

  計画基本理念を実現するため、次の基本目標を掲げ母子保健施策に取り組みます。 

    

 

 

 

 

安心して子どもを産み、子育ての喜びを実感できるまちづくり 

１ 豊かな母性を育み、健やかな妊娠・出産を迎えるための支援 

２ 親子が健康で元気にいきいきと育ちあうための支援 

３ のびのびと心豊かに安心して子育てができる環境づくり 
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総合計画 母子保健
分 野 別 計　　画
基本理念 基本理念

　　①ふれあい体験学習等の推進

　　②よりよい生活習慣づくりの支援

　　①相談・訪問指導による支援

　　②妊婦健康診査の実施

　　③妊婦及び家族の教育事業の充実
　　④妊娠・出産に関する正しい情報の提供
　　⑤医療機関との連携強化

　　①相談・訪問指導による支援
　　②医療機関との連携強化

　　①健康診査の実施
　　②相談・訪問指導等による支援

　　③未熟児、多胎児、医療を必要とする児へ
　　　の支援
　　④発育、発達が気になる児への支援
　　⑤歯科保健の充実
　　⑥予防接種の実施・啓発
　　⑦健康情報の提供

　　①よい生活リズムの啓発、指導
　　②乳幼児期における栄養指導
　　③親子の食育学習

　　①相談・訪問指導による支援
　　②乳幼児期の子育て学習会
　　③学習の場を通しての母親同士の交流の促進
　　④関係機関・専門機関との連携

　　①相談・訪問指導による支援
　　②障害を持つ児の親の支援と交流の推進
　　③関係機関･医療機関との連携

　　①事故防止への意識の啓発
　　②心肺蘇生法の普及・啓発
　　③乳幼児の虐待防止と対応

　　①保健委員（母子保健推進員）の育成

　　②関係団体との連携と活動支援

　　①保育園・幼稚園との連絡会
　　②子ども情報交換会
　　③要保護児童対策地域協議会

 ２．親子が健康で
   元気にいきいき
   と育ち合うため
　 の支援

（４）子育てを支える体制の充実

（３）よい生活習慣づくりの支援

（４）育児不安の軽減

（２）乳幼児の安全・安心の確保

（１）障害を持つ児への支援

（３）組織の育成と活動支援

 
 ３．のびのびと心
   豊かに安心して
   子育てができる
   環境づくり

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
、

子
育
て
の
喜
び
を
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

一
人
ひ
と
り
が
輝
き
、

や
さ
し
さ
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
り

３  計画の体系　

（２）妊娠中の不安の軽減と健康管理の充実

（１）産後の心身の健康管理の支援

（２）乳幼児の発育発達に応じた健康管理の充実

（１）思春期における心身の健康づくり

活 動 目 標　および　具 体 的 活 動基 本 目 標

１．豊かな母性を
   育み、健やかな
   妊娠・出産を迎
　えるための支援
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第４章 基本目標達成のための具体的方策 
 

１ 基本目標及び具体的方策 
 

≪基本目標１≫ 

 

 

（１）思春期における健康づくり 

  ①ふれあい体験学習等の推進 

    学校等と連携を図りながら、思春期の児童・生徒を対象に「思春期ふ

れあい体験学習」を実施し、乳児とのふれあいや親の思いを聞く機会を

通して生命の尊厳や健全な母性・父性を育むための支援を行います。 

 

  ②よりよい生活習慣づくりの支援 

    学校等で抱えている健康問題をそれぞれ共有し、各学校保健委員会、

学校保健協議会の場で、地域保健の立場から情報提供を行い問題の共通

理解を図っていきます。 

 

（２）妊娠中の不安の軽減と健康管理の充実 

  ①相談・訪問指導による支援 

    母子健康手帳交付時は妊婦との最初の重要な接点であるため、母子健

康手帳交付時の相談指導の充実に努めます。 

    また、伴走型相談支援事業による妊娠後期面談の実施や産前・産後サ

ポート事業への参加を促し切れ目のない支援を行います。 

多胎妊娠や基礎疾患等を持つハイリスク妊婦、心身の健康面において不

安を抱える妊婦には、医療機関等との連携により状況把握に努め、早期に

支援を開始できるようにします。 

 

  ②妊婦健康診査の実施 

    妊婦の健康管理の徹底につなげるため、妊婦健康診査費の助成を行い、

経済的負担の軽減を図るとともに妊婦の健康管理意識を高めます。 

また、健康診査の結果を活用し、貧血、早産、妊娠高血圧症候群など

の把握を行い、予防活動を推進していきます。 

    妊娠中はむし歯や歯周病等のトラブルが起きやすいため、妊婦の歯の

豊かな母性を育み、健やかな妊娠・出産を迎えるための支援 
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健康管理につながるよう妊婦歯科健康診査を開始しました。妊婦歯科健

診の周知と受診勧奨を行います。 

 

③妊婦及び家族の教育事業の充実 

    妊婦及び家族を対象に学習会等を実施し、妊娠期からの子どもへの愛

着形成や夫の妊娠や育児に対する理解と、夫婦・親子の絆づくりを推進

します。また、妊婦同士の交流の機会について検討を行います。 

 

  ④妊娠・出産に関する正しい情報の提供 

    様々な情報が入りやすい社会環境の中で、妊娠・出産に関する正しい

情報の提供を行うため、妊娠後期の健康管理に向けたおたよりの配付や、

産前・産後サポート事業の充実を行います。 

    さらに、就労している妊婦が安心して働き続けられるよう、医師が必

要と認めた指導事項を事業主に明確に伝えるための、「母性健康管理指導

事項連絡カード」の周知を行います。 

 

  ⑤医療機関との連携強化 

    ハイリスク妊婦や精神疾患等の基礎疾患がある妊婦、不安の強い妊婦

等については、医療機関、関係機関と連携を図りながら早期に支援がで

きるよう努めます。 
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≪基本目標２≫ 

 

 

 

（１）産後の心身の健康管理の支援 

  ①相談・訪問指導による支援 

    乳児（新生児）全戸訪問と併せて産婦訪問を行い、産後うつ病の早期

発見や育児不安の軽減を図り母親を支援します。支援が必要な母親につ

いては、三川町母子健康包括支援センターの母子保健コーディネーター

（保健師・助産師）が中心となり、「産後ケア事業」や「産前・産後サポ

ート事業」等へつなぐなど切れ目のない支援を行います。 

また、長期里帰り者に対しては、里帰り先の市町村と連携し早期に家庭

訪問等の支援ができるよう努めます。 

 

  ②医療機関との連携強化 

    退院後に支援が必要な産婦について、「産褥婦等の育児不安に関する連

絡票」を活用し、医療機関との連携を図りながら早期に支援ができるよ

うに努めます。 

 

（２）乳幼児の発育発達に応じた健康管理の充実 

  ①健康診査の実施 

    発育発達の確認や疾病や異常の早期発見はもちろん、生活リズムを見

直しよい生活リズムにつなげることを目的に、きめ細かな乳幼児健康診

査を実施します。 

発育発達や疾病等で経過観察が必要な児については、各健診時に再確認

する等、継続して支援していきます。 

未受診者については、未受診の理由や児の状況把握を行い、個に応じた

適切な対応に努めます。 

また、健診に併せて実施している学習会や個別相談では、今後の親のか

かわり方や児の成長に活かせるように努めていきます。 

 

   

 

 

 

親子が健康で元気にいきいきと育ち合うための支援 
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②相談・訪問指導等による支援 

    乳児全戸訪問事業を継続し、発育発達の確認とともに母親の育児不安

の軽減に努めます。また、健診等から経過観察や支援が必要な児に対し

ては、適切な時期に訪問・相談を実施しお子さんの状況把握や家族の関

わりを支援していきます。 

 

  ③未熟児、多胎児、医療を必要とするお子さんへの支援 

    未熟児や低出生体重児について、医療機関からの「低出生体重児等出

生連絡票」の活用により、退院後早期に支援を開始します。訪問・相談、

健診等を通して、お子さんの発育発達に合わせてきめ細かな支援に努め

ます。 

     

  ④発育、発達が気になるお子さんへの支援 

    発育発達が気になるお子さんへの対応として、現在、教育委員会の協

力のもと健診時に心理相談や言葉の相談等の専門的立場での支援ができ

るよう、学校支援員を配置しています。今後も配置を継続し専門的な支

援を行います。 

また、健診結果から経過観察が必要な児に対して、適切な時期に訪問や

相談を行うとともに、児童相談所や子ども医療療育センター、医療機関、

特別支援学校の相談等、関係機関との連携を図りながら、個に応じた支援

の強化を図ります。 

 

⑤歯科保健の充実 

    歯科衛生士による乳幼児期からの歯科保健指導を継続し、仕上げ磨き

や間食のとり方などよい生活習慣の確立と併せてむし歯予防の啓発に努

めます。 

また、幼児期以降のむし歯保有率を低下させるため、歯科健診時のフッ

素塗布事業を継続し、効果や安全性の正しい知識の普及に努めるとともに、

今後も幼稚園・保育園・学校と連携しながらむし歯予防に取り組んでいき

ます。 
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⑥予防接種の実施・啓発 

    予防接種について正しく理解し適正な接種につながるよう、乳児（新

生児）全戸訪問時に、任意及び定期予防接種について説明し、予防接種

手帳を配布します。また、健診時等に予防接種の必要性や適切な接種時

期について啓発します。 

予防接種状況については各乳幼児健診時に確認するとともに、未接種者

への接種勧奨を行い接種率の向上に努めます。 

また、新たな予防接種の開始や予防接種法の改正等にあわせ、情報提供

や相談をおこない、適正接種につながるよう支援していきます。 

 

  ⑦健康情報の提供 

    乳幼児健診時の学習会や広報等によりその時期にあった情報提供を行

います。 

 

（３）よい生活習慣づくりの支援 

  ①よい生活リズムの啓発・指導 

    幼児期は「生活習慣の基礎をつくる大事な時期」であることから、健

診や相談を通して、よりよい生活習慣づくりへの啓発を行うとともに、

生活スタイルや家族背景を考慮し個に応じた支援に力を入れていきます。

また、保育園・幼稚園、学校と連携し、全町的な取り組みの検討を行い

ます。 

 

  ②乳幼児期における栄養指導 

    乳幼児期からのよりよい食習慣づくりを目指し、栄養指導の充実を図

ります。乳児健診時に栄養士による離乳食指導を行い、発育段階に応じ

た離乳食の進め方を支援します。また、健診や子育て相談時に個に応じ

た相談指導を行います。 

 

  ③親子の食育学習 

    親子で体験できる食に関しての学習会や広報活動を行い、「食育」の普

及・啓発に努めます。また、食生活改善推進協議会で行っている子ども

の食育活動を支援します。 
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（４）育児不安の軽減 

  ①相談・訪問指導による支援 

    核家族の増加、価値観や育児環境多様化等により、母親が一人で不安

を抱え込まないよう、訪問や相談時にきめ細かな相談にあたるともに、

産前・産後サポート事業（学習会）等での母親同士の交流や相談の機会

の充実を図ります。 

子育て支援センター等、関係機関との連携を図りながら、相談指導に努

めます。 

 

 

  ②乳幼児期の子育て学習会 

    乳児健診時に母親の育児不安の解消や母親同士の交流の機会を作るた

め、学習会の内容の充実を図ります。また、産前・産後サポート事業を

通し、専門家による支援を行います。 

 

  ③学習の場を通しての母親同士の交流の促進 

    産前・産後サポート事業（学習会）等で、積極的に母親同士の交流や

情報交換の場を設け、育児不安を軽減し安心して子育てができるよう支

援します。 

 

  ④関係機関・専門機関との連携 

    専門的な支援が必要な母子については、三川町母子健康包括支援セン

ターの母子保健コーディネーター（保健師・助産師）が中心となり、児

の状態に応じて関係機関（福祉係、教育委員会、子育て支援センター、

保育園、幼稚園等）や専門機関（医療機関、保健所、児童相談所、療育

訓練センター、特別支援学校等）と連携し、早期支援に努めます。 
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≪基本目標３≫ 
 

 

 

 

（１）障害を持つお子さんへの支援 

  ①相談・訪問指導による支援 

    専門的な支援が必要な母子については、三川町母子健康包括支援セン

ターの母子保健コーディネーター（保健師・助産師）が中心となり、福

祉サービスの利用や専門相談機関、訓練機関、就学・進学等について関

係機関と連携し、適切な情報提供を行うとともに、よりきめ細かな相談

や訪問指導を行い、障害を持つお子さんの支援を行います。 

 

  ②障害を持つお子さんの親の支援と交流の推進 

    「障害児を持つ親の会（ドレミの会）」の活動運営による支援を継続し、

教育委員会や福祉部門の協力を得ながら定期的に交流会を開催し、個に

応じた福祉サービスや就学等に関する学習や、子どもの成長に伴う諸課

題について情報交換を行い、仲間づくりと悩みの軽減につなげます。 

また、福祉サービスの利用等を通して地域での障害を持つお子さんへの

理解を目指します。 

 

  ③関係機関・医療機関との連携 

    町の福祉部門、教育委員会、保育園、幼稚園等はもとより、障害を持

つ児に関わる医療機関、保健所、児童相談所、子ども医療療育センター、

特別支援学校等と連携を密にし、「庄内地域療育連絡会」の活用もあわせ

相談や支援に努めます。 

 

（２）乳幼児の安全・安心の確保 

  ①事故防止意識の啓発 

    乳幼児の死亡原因の第１位は不慮の事故であることから、訪問時や乳

幼児健診等の機会を通して、発達段階に応じた具体的な事故防止対策に

ついて啓発を行います。 

    たばこの誤飲及び受動喫煙防止のため、両親や家族の子どもと同室に

おける喫煙の害、将来の喫煙行動への危惧等について啓発し、喫煙習慣

のある保護者へは指導を行います。 

３ のびのびと心豊かに安心して子育てができる環境づくり 
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  ②心肺蘇生法の普及 

    乳幼児を持つ親や家族に対して、心肺蘇生法や事故の応急手当につい

て知識の普及に努めます。 

 

  ③乳幼児の虐待防止と対応 

    各種健診等の機会を通して、児童虐待の早期発見・早期対応が適切に

行われるように児童福祉との連携に努めます。 

    教育委員会、福祉係、健康係の三者が定例で実施している「子ども情

報交換」や「要保護児童対策地域協議会」の個別支援会議を活用し、さ

らに地域の民生委員等の協力を得ながら支援していきます。 

 

（３）組織の育成と活動支援 

  ①保健委員（母子保健推進員）の育成 

    行政と地域の健康づくりのパイプ役として活動している保健委員は、

母子保健推進員も兼務し各種保健事業の紹介や健康問題の把握など地域

に密着した活動をしています。就労している保健委員が多い中、研修や

活動内容に関して参加しやすいように配慮しながら、地域で子育てを支

援する母子保健推進員としての役割意識を高め、行政と一体となって活

動が展開できるように研修等の充実に努めます。 

 

  ②関係団体との連携と活動支援 

    保健委員協議会の自主活動と連携し、より充実した母子保健事業の推

進に努めます。また、食生活改善推進協議会と連携し、食育を中心とし

た母子保健の課題に取り組んでいきます。 

 

（４）子育てを支える体制の充実 

  ①保育園・幼稚園との連絡会 

    発育発達や健康管理上、経過観察が必要なお子さんについては、随時

園と情報交換を行い、お子さんの発達状況や家庭環境等の把握に努め、

連携を図りながら支援します。 

   

  ②子ども情報交換会 

    発達に支援を必要とするお子さんや、家庭環境等に支援が必要なお子

さんについて、児童福祉、学校教育と情報交換を行い適切な支援を行う

よう努めます。 
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  ③要保護児童対策地域協議会（個別支援会議） 

    保護者の養育能力の課題や虐待等、養育上の問題を抱えているケース

について、主管課である家庭支援係と連携して個別支援会議を開催し、

情報交換や支援内容の協議を行い、医療・福祉・保健・教育部門等の関

係機関や地域の民生委員等との連携を図りながら適切な支援を行うよう

努めます。 
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２ 母子保健計画（母子保健施策）取り組みの指標 

 

  

 

 

１ 豊かな母性を育み、健やかな妊娠・出産を迎えるための支援        

現状・重点施策 

（指標） 

現状値  

（R4） 

中間目標値 

（R11） 

最終目標値 

（R15） 

▲1.ふれあい体験学習の実施 R4:町内各小学校 6 年

生を対象に 1 回実施 

東郷小学校 16 人 

継続実施 継続実施 

●2.妊娠 11 週までの妊娠届け出率 
91.9％ 増加へ 増加へ 

●3.妊婦健康診査の受診の徹底 
100％ 100％ 100％ 

●4.妊娠・出産について満足してい

る者の割合 
４か月児 93.3％ 増加へ 増加へ 

●5.妊娠中の歯科健診受診率 
61.2％ 増加へ 増加へ 

●6.妊娠中の喫煙率、飲酒率ゼロ 喫煙率 0.9％ 

飲酒率 0.9％ 
0％ 0％ 

◆7.妊娠中に不安のある妊婦の割合 
50.4％ 減少へ 減少へ 

◆8.妊娠中の不安が解消された妊婦

の割合 
95.6％ 増加へ 増加へ 

▲9.母子健康管理指導事項連絡カード

の周知 
44.1％ 増加へ 増加へ 
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２ 親子が健康で元気にいきいきと育ち合うための支援                          

現状・重点施策 

（指 標） 

現状値  

（R4） 

中間目標値 

（R11） 

最終目標値 

（R15） 

●10.EPDS 陽性率 

（産後うつ質問票 9 点以上） 
9.1％ 減少へ 減少へ 

●11.正期産における低出生体重児の 

割合 
5.7％ 減少へ 減少へ 

●12.乳幼児健康診査の受診率 4 か月児   100％ 

1 歳 6 か月児 100％ 

3 歳児    100％ 

100％ 100％ 

●13.う歯保有率 

 

1 歳半 0％    0 本 

3 歳 10.5％ 0.39 本 

5 歳 10.0％ 0.29 本 

1 歳半  0％ 

3 歳 減少へ 

5 歳 減少へ 

1 歳半  0％ 

3 歳 減少へ 

5 歳 減少へ 

▲14.フッ素塗布の実施率 1 歳半  95.4％ 

3 歳歯科 93.0％ 
増加へ 増加へ 

◆15.就寝時間 22 時以降の児の割合 3 歳児  21.0％ 減少へ 減少へ 

●16.１歳までに BCG 接種を終了して

いる者の割合 
100％ 100％ 100％ 

●17.１歳６か月までに四種混合・麻

疹・風しんの予防接種を終了している

者の割合 

96.8％ 100％ 100％ 

◆18.朝食を欠食する子どもの割合 小学校 5 年生 5.3％ 

中学校 2 年生 8.3％ 
減少へ 減少へ 

◆19.家族など誰かと食事をする子ども

の割合 

小学校５年生 

朝食 68.4％、夕食 94.7％ 

中学校 2 年生 

朝食 63.3％、夕食 88.3％ 

増加へ 増加へ 

▲20.食育に関する学習会の継続（おや

こクッキング） 
年長児 1 回（7 組） 継続実施 継続実施 

▲21.「食育」の言葉内容を知っている

親の割合 
49.8％ 増加へ 増加へ 

◆22.子育てに自信がないと感じる母親

の割合 
41.8％ 減少へ 減少へ 
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（注）● 保健水準の指標 …………… 達成すべき QOL（生活の質）を含む住民の保健水準を示

す取り組み 

◆ 住民自らの行動の指標 ……… 親子や各家庭での保健行動や生活習慣に関する指標と知

識・技術の学習の指標など、住民の一人ひとりの取り組み 

▲ 行政・関係機関の取り組みの指標 

             …… 事業の実施、サービスの提供、施設・整備など、資源・

環境に対して行政や関係機関、団体が寄与しうる取り組み     

 

３ のびのびと心豊かに安心して子育てができる環境づくり                      

現状・重点施策 

（指標） 

現状値  

（R4） 

中間目標値 

（R11） 

最終目標値 

（R15） 

◆23.事故防止をしている親の割合 
     92.3％ 増加へ 増加へ 

●24.両親の子どもと同室での喫煙率 父  5.3％ 

母  1.3％ 
減少へ 減少へ 

●25.育児期間中の両親の喫煙率 ４か月児(父 15.6% 母 0.0％) 

１歳半(父31.3％ 母3.1％) 

３歳児(父36.8％ 母7.0％) 

減少へ 減少へ 

◆26.心肺蘇生法を知っている親の 

割合 

父 58.3％ 

母 68.1％ 
増加へ 増加へ 

◆27.小児救急電話相談 

（＃８０００）を知っている親の割合 
４か月児 93.3％ 増加へ 増加へ 

◆28.子どものかかりつけ医を持つ親

の割合 

4 か月児 82.2％ 

3 歳児   80.7％ 
増加へ 増加へ 

◆29.自分の行為が虐待だと感じる 

時がある親の割合 
  23.5％ 減少へ 減少へ 

◆30.保健委員を知っている親の割合 
  60.8％ 増加へ 増加へ 
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